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現行学習指導要領 

（平成20年告示，平成27年一部改正） 

新学習指導要領 

（平成29年告示） 
備 考 

 

第２節 社 会 

 

第１ 目 標 

広い視野に立って，社会に対する関心を高め，諸資料に基づい

て多面的・多角的に考察し，我が国の国土と歴史に対する理解と

愛情を深め，公民としての基礎的教養を培い，国際社会に生きる

平和で民主的な国家・社会の形成者として必要な公民的資質の基

礎を養う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 社 会 

 

第１ 目 標 

社会的な見方・考え方を働かせ，課題を追究したり解決したり

する活動を通して，広い視野に立ち，グローバル化する国際社会

に主体的に生きる平和で民主的な国家及び社会の形成者に必要な

公民としての資質・能力の基礎を次のとおり育成することを目指

す。 

(1) 我が国の国土と歴史，現代の政治，経済，国際関係等に関

して理解するとともに，調査や諸資料から様々な情報を効果

的に調べまとめる技能を身に付けるようにする。 

(2) 社会的事象の意味や意義，特色や相互の関連を多面的・多

角的に考察したり，社会に見られる課題の解決に向けて選

択・判断したりする力，思考・判断したことを説明したり，

それらを基に議論したりする力を養う。 

(3) 社会的事象について，よりよい社会の実現を視野に課題を

主体的に解決しようとする態度を養うとともに，多面的・多

角的な考察や深い理解を通して涵養される我が国の国土や歴

史に対する愛情，国民主権を担う公民として，自国を愛し，

その平和と繁栄を図ることや，他国や他国の文化を尊重する

ことの大切さについての自覚などを深める。 

 

 

 

 

 

 

 

・思考力を，社会科では

社会的な見方・考え方と

し，社会的な見方・考え

方を働かせた課題追究・

解決の活動を求めてお

り，そのような活動を通

して，公民としての資

質・能力の基礎を育成す

るとしている。 

・国をこえたグローバル

な国際社会であることが

明示されている。 

・公民としての資質・能

力の基礎が，具体的に示

された。(1)は「知識・

技能」，(2)は「思考

力・判断力・表現力

等」，(3)は「学びに向

かう力・人間性等」に対

応。 
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現行学習指導要領 

（平成20年告示，平成27年一部改正） 

新学習指導要領 

（平成29年告示） 
備 考 

第２ 各分野の目標及び内容 

〔地理的分野〕 

１ 目 標 

(1) 日本や世界の地理的事象に対する関心を高め，広い視野

に立って我が国の国土及び世界の諸地域の地域的特色を考

察し理解させ，地理的な見方や考え方の基礎を培い，我が

国の国土及び世界の諸地域に関する地理的認識を養う。 

(2) 日本や世界の地域の諸事象を位置や空間的な広がりとの

かかわりでとらえ，それを地域の規模に応じて環境条件や

人間の営みなどと関連付けて考察し，地域的特色や地域の

課題をとらえさせる。 

(3) 大小様々な地域から成り立っている日本や世界の諸地域

を比較し関連付けて考察し，それらの地域は相互に関係し

合っていることや各地域の特色には地方的特殊性と一般的

共通性があること，また，それらは諸条件の変化などに伴

って変容していることを理解させる。 

(4) 地域調査など具体的な活動を通して地理的事象に対する

関心を高め，様々な資料を適切に選択，活用して地理的事

象を多面的・多角的に考察し公正に判断するとともに適切

に表現する能力や態度を育てる。 

 

 

 

 

 

第２ 各分野の目標及び内容 

〔地理的分野〕 

１ 目 標 

社会的事象の地理的な見方・考え方を働かせ，課題を追究

したり解決したりする活動を通して，広い視野に立ち，グロ

ーバル化する国際社会に主体的に生きる平和で民主的な国家

及び社会の形成者に必要な公民としての資質・能力の基礎を

次のとおり育成することを目指す。 

(1) 我が国の国土及び世界の諸地域に関して，地域の諸事象

や地域的特色を理解するとともに，調査や諸資料から地理

に関する様々な情報を効果的に調べまとめる技能を身に付

けるようにする。 

(2) 地理に関わる事象の意味や意義，特色や相互の関連を，

位置や分布，場所，人間と自然環境との相互依存関係，空

間的相互依存作用，地域などに着目して，多面的・多角的

に考察したり，地理的な課題の解決に向けて公正に選択・

判断したりする力，思考・判断したことを説明したり，そ

れらを基に議論したりする力を養う。 

(3) 日本や世界の地域に関わる諸事象について，よりよい社

会の実現を視野にそこで見られる課題を主体的に追究，解

決しようとする態度を養うとともに，多面的・多角的な考

察や深い理解を通して涵養される我が国の国土に対する愛

情，世界の諸地域の多様な生活文化を尊重しようとするこ

との大切さについての自覚などを深める。 

 

 

 

 

・社会科（地理歴史科・

公民科を含む）全体では

「社会的な見方・考え

方」として総称される

が，地理的分野では，よ

り一層具体的に「社会的

事象の地理的な見方・考

え方」として思考力をと

らえ，社会科全体の目標

を受けて，地理的分野で

の目標が，現行の４点か

ら３点に整理されてい

る。 

・地理的分野としての

(1)は「知識・技能」，

(2)は「思考力・判断

力・表現力等」，(3)は

「学びに向かう力・人間

性等」に対応。(2)で着

目する観点としてあげら

れている「位置や分布」

「場所」「人間と自然環
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現行学習指導要領 

（平成20年告示，平成27年一部改正） 

新学習指導要領 

（平成29年告示） 
備 考 

 

 

 

 

 

２ 内 容 

 

(1) 世界の様々な地域 

ア 世界の地域構成 

地球儀や世界地図を活用し，緯度と経度，大陸と海洋

の分布，主な国々の名称と位置，地域区分などを取り上

げ，世界の地域構成を大観させる。 

(2) 日本の様々な地域 

ア 日本の地域構成 

地球儀や地図を活用し，我が国の国土の位置，世界各

地との時差，領域の特色と変化，地域区分などを取り上

げ，日本の地域構成を大観させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 内 容 

Ａ 世界と日本の地域構成 

(1) 地域構成 

次の①と②の地域構成を取り上げ，位置や分布などに着

目して，課題を追究したり解決したりする活動を通して，

以下のア及びイの事項を身に付けることができるよう指導

する。 

① 世界の地域構成   ② 日本の地域構成 

ア 次のような知識を身に付けること。 

(ｱ) 緯度と経度，大陸と海洋の分布，主な国々の名称と

位置などを基に，世界の地域構成を大観し理解するこ

と。 

(ｲ) 我が国の国土の位置，世界各地との時差，領域の範

囲や変化とその特色などを基に，日本の地域構成を大

観し理解すること。 

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けるこ

と。 

(ｱ) 世界の地域構成の特色を，大陸と海洋の分布や主な

国の位置，緯度や経度などに着目して多面的・多角的

に考察し，表現すること。 

境との相互依存関係」

「空間的相互依存作用」

「地域」は，1992年に発

表された国際地理教育憲

章の地理学の５大概念の

枠組みに基づいている。 

・現行の中項目である

「世界の地域構成」と

「日本の地域構成」が統

合され，大項目「世界と

日本の地域構成」となっ

た。 

 

・アの「知識（及び技

能）」に関することと，

イの「思考力，判断力，

表現力等」との両者が身

に付けることとして明示

された。知識だけでな

く，思考力等も重視さ

れ，ここでは，「位置」

「分布」という観点から

の，理解，考察がもとめ

られている。 
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現行学習指導要領 

（平成20年告示，平成27年一部改正） 

新学習指導要領 

（平成29年告示） 
備 考 

 

 

 

 

(1) 世界の様々な地域 

イ 世界各地の人々の生活と環境 

世界各地における人々の生活の様子とその変容につい

て，自然及び社会的条件と関連付けて考察させ，世界の

人々の生活や環境の多様性を理解させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 世界の諸地域 

(ｲ) 日本の地域構成の特色を，周辺の海洋の広がりや国

土を構成する島々の位置などに着目して多面的・多角

的に考察し，表現すること。 

 

Ｂ 世界の様々な地域 

(1) 世界各地の人々の生活と環境 

場所や人間と自然環境との相互依存関係などに着目し

て，課題を追究したり解決したりする活動を通して，次の

事項を身に付けることができるよう指導する。 

ア 次のような知識を身に付けること。 

(ｱ) 人々の生活は，その生活が営まれる場所の自然及び

社会的条件から影響を受けたり，その場所の自然及び

社会的条件に影響を与えたりすることを理解するこ

と。 

(ｲ) 世界各地における人々の生活やその変容を基に，世

界の人々の生活や環境の多様性を理解すること。その

際，世界の主な宗教の分布についても理解すること。 

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けるこ

と。 

(ｱ) 世界各地における人々の生活の特色やその変容の理

由を，その生活が営まれる場所の自然及び社会的条件

などに着目して多面的・多角的に考察し，表現するこ

と。 

 

(2) 世界の諸地域 

 

 

 

 

 

・「場所」「人間と自然

環境との相互依存関係」

などの観点から理解を図

る。 

・「課題を追究」の「課

題」とは，ここでは学習

課題を主としてさし，学

習課題を追究したり解決

したりする学習である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「空間的相互依存作
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現行学習指導要領 

（平成20年告示，平成27年一部改正） 

新学習指導要領 

（平成29年告示） 
備 考 

世界の諸地域について，以下の(ｱ)から(ｶ)の各州に暮

らす人々の生活の様子を的確に把握できる地理的事象を

取り上げ，それを基に主題を設けて，それぞれの州の地

域的特色を理解させる。 

(ｱ) アジア 

(ｲ) ヨーロッパ 

(ｳ) アフリカ 

(ｴ) 北アメリカ 

(ｵ) 南アメリカ 

(ｶ) オセアニア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 世界の様々な地域の調査 

世界の諸地域に暮らす人々の生活の様子を的確に把握

できる地理的事象を取り上げ，様々な地域又は国の地域

的特色をとらえる適切な主題を設けて追究し，世界の地

次の①から⑥までの各州を取り上げ，空間的相互依存作

用や地域などに着目して，主題を設けて課題を追究したり

解決したりする活動を通して，以下のア及びイの事項を身

に付けることができるよう指導する。 

① アジア     ② ヨーロッパ    

③ アフリカ    ④ 北アメリカ 

⑤ 南アメリカ   ⑥ オセアニア 

ア 次のような知識を身に付けること。 

(ｱ) 世界各地で顕在化している地球的課題は，それが見

られる地域の地域的特色の影響を受けて，現れ方が異

なることを理解すること。 

(ｲ) ①から⑥までの世界の各州に暮らす人々の生活を基

に，各州の地域的特色を大観し理解すること。 

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けるこ

と。 

(ｱ) ①から⑥までの世界の各州において，地域で見られ

る地球的課題の要因や影響を，州という地域の広がり

や地域内の結び付きなどに着目して，それらの地域的

特色と関連付けて多面的・多角的に考察し，表現する

こと。 

 

（削除） 

 

 

 

用」（地域間の結びつ

き）「地域」などの観点

から，世界の諸地域の理

解を図る。 

・主題を追究するという

方法をとるが，地誌的な

学習である。 

・「地球的課題」は，社

会的な課題を意味し，地

球規模での社会的課題が

場所により現れ方が違う

ことを理解し，要因や影

響を「多面的・多角的」

に考察，表現する。多面

的・多角的とは，例えば

経済開発や自然保護とい

った面（多面的），自国

民の立場や地球的市民と

いった立場（多角的）と

いったことが考えられ

る。 

・現行の「世界の様々な

地域の調査」は，「世界

の諸地域」での課題の追

究・解決にあたるので削



 

- 6 - 

 

現行学習指導要領 

（平成20年告示，平成27年一部改正） 

新学習指導要領 

（平成29年告示） 
備 考 

理的認識を深めさせるとともに，世界の様々な地域又は

国の調査を行う際の視点や方法を身に付けさせる。 

 

(2) 日本の様々な地域 

エ 身近な地域の調査 

身近な地域における諸事象を取り上げ，観察や調査な

どの活動を行い，生徒が生活している土地に対する理解

と関心を深めて地域の課題を見いだし，地域社会の形成

に参画しその発展に努力しようとする態度を養うととも

に，市町村規模の地域の調査を行う際の視点や方法，地

理的なまとめ方や発表の方法の基礎を身に付けさせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 日本の地域構成 

地球儀や地図を活用し，我が国の国土の位置，世界各

地との時差，領域の特色と変化，地域区分などを取り上

げ，日本の地域構成を大観させる。（再掲） 

イ 世界と比べた日本の地域的特色 

 

 

 

Ｃ 日本の様々な地域 

(1) 地域調査の手法 

場所などに着目して，課題を追究したり解決したりする

活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指

導する。 

ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

(ｱ) 観察や野外調査，文献調査を行う際の視点や方法，

地理的なまとめ方の基礎を理解すること。 

(ｲ) 地形図や主題図の読図，目的や用途に適した地図の

作成などの地理的な技能を身に付けること。 

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けるこ

と。 

(ｱ) 地域調査において，対象となる場所の特徴などに着

目して，適切な主題や調査，まとめとなるように，調

査の手法やその結果を多面的・多角的に考察し，表現

すること。 

 

(2) 日本の地域的特色と地域区分 

次の①から④までの項目を取り上げ，分布や地域などに

着目して，課題を追究したり解決したりする活動を通し

て，以下のア及びイの事項を身に付けることができるよう

指導する。 

除。 

 

 

 

・地域調査が大項目「日

本の様々な地域」のはじ

めに移された。 

・「場所」などの観点か

ら地域調査などの視点や

方法などを理解する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「分布」「地域」など

の概念から，日本の地域

的特色を系統地理的に理

解する。 

・各項目の分布パターン
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現行学習指導要領 

（平成20年告示，平成27年一部改正） 

新学習指導要領 

（平成29年告示） 
備 考 

世界的視野や日本全体の視野から見た日本の地域的特

色を取り上げ，我が国の国土の特色を様々な面から大観

させる。 

(ｱ) 自然環境 

世界的視野から日本の地形や気候の特色，海洋に囲

まれた日本の国土の特色を理解させるとともに，国内

の地形や気候の特色，自然災害と防災への努力を取り

上げ，日本の自然環境に関する特色を大観させる。 

(ｲ) 人口 

世界的視野から日本の人口と人口密度，尐子高齢化

の課題を理解させるとともに，国内の人口分布，過

疎・過密問題を取り上げ，日本の人口に関する特色を

大観させる。 

(ｳ) 資源・エネルギーと産業 

世界的視野から日本の資源・エネルギーの消費の現

状を理解させるとともに，国内の産業の動向，環境や

エネルギーに関する課題を取り上げ，日本の資源・エ

ネルギーと産業に関する特色を大観させる。 

(ｴ) 地域間の結び付き 

世界的視野から日本と世界との交通・通信網の発達

の様子や物流を理解させるとともに，国内の交通・通

信網の整備状況を取り上げ，日本と世界の結び付きや

国内各地の結び付きの特色を大観させる。 

 

 

① 自然環境   ② 人口    

③ 資源・エネルギーと産業  ④ 交通・通信 

ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

(ｱ) 日本の地形や気候の特色，海洋に囲まれた日本の国

土の特色，自然災害と防災への取組などを基に，日本

の自然環境に関する特色を理解すること。 

(ｲ) 尐子高齢化の課題，国内の人口分布や過疎・過密問

題などを基に，日本の人口に関する特色を理解するこ

と。 

(ｳ) 日本の資源・エネルギー利用の現状，国内の産業の

動向，環境やエネルギーに関する課題などを基に，日

本の資源・エネルギーと産業に関する特色を理解する

こと。 

(ｴ) 国内や日本と世界との交通・通信網の整備状況，こ

れを活用した陸上，海上輸送などの物流や人の往来な

どを基に，国内各地の結び付きや日本と世界との結び

付きの特色を理解すること。 

(ｵ) ①から④までの項目に基づく地域区分を踏まえ，我

が国の国土の特色を大観し理解すること。 

(ｶ) 日本や国内地域に関する各種の主題図や資料を基

に，地域区分をする技能を身に付けること。 

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けるこ

と。 

(ｱ) ①から④までの項目について，それぞれの地域区分

を，地域の共通点や差異，分布などに着目して，多面

を見出すことで，一般的

共通性や地方的特殊性を

見出す。 

・日本の地域的特色を理

解するためには，日本を

一つの地域として理解す

るよりも，分布（パター

ン）から日本をいくつか

の地域に分けることで，

日本の地域的特色がより

一層明確になることを見

出す。 

・日本の地域的特色は，

①～④の４つの項目だけ

でなく，取り上げる指標

（主題）は他にもあり，

取り上げる指標（主題）

により，地域区分は異な

り，いくつかの指標を総

合的に地域区分すること

もできる。 

・こうした地域区分が，

日本の諸地域区分に反映

しており，諸地域の地域

的理解の礎になっている
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現行学習指導要領 

（平成20年告示，平成27年一部改正） 

新学習指導要領 

（平成29年告示） 
備 考 

 

 

 

 

 

ウ 日本の諸地域 

日本を幾つかの地域に区分し，それぞれの地域につい

て，以下の(ｱ)から(ｷ)で示した考察の仕方を基にして，

地域的特色をとらえさせる。 

(ｱ) 自然環境を中核とした考察 

地域の地形や気候などの自然環境に関する特色ある

事象を中核として，それを人々の生活や産業などと関

連付け，自然環境が地域の人々の生活や産業などと深

い関係をもっていることや，地域の自然災害に応じた

防災対策が大切であることなどについて考える。 

(ｲ) 歴史的背景を中核とした考察 

地域の産業，文化の歴史的背景や開発の歴史に関す

る特色ある事柄を中核として，それを国内外の他地域

との結び付きや自然環境などと関連付け，地域の地理

的事象の形成や特色に歴史的背景がかかわっているこ

となどについて考える。 

(ｳ) 産業を中核とした考察 

地域の農業や工業などの産業に関する特色ある事象

を中核として，それを成立させている地理的諸条件と

関連付け，地域に果たす産業の役割やその動向は他の

的・多角的に考察し，表現すること。 

(ｲ) 日本の地域的特色を，①から④までの項目に基づく

地域区分などに着目して，それらを関連付けて多面

的・多角的に考察し，表現すること。 

 

(3) 日本の諸地域 

次の①から⑤までの考察の仕方を基にして，空間的相互

依存作用や地域などに着目して，主題を設けて課題を追究

したり解決したりする活動を通して，以下のア及びイの事

項を身に付けることができるよう指導する。 

① 自然環境を中核とした考察の仕方 

② 人口や都市・村落を中核とした考察の仕方 

③ 産業を中核とした考察の仕方 

④ 交通や通信を中核とした考察の仕方 

⑤ その他の事象を中核とした考察の仕方 

ア 次のような知識を身に付けること。 

(ｱ) 幾つかに区分した日本のそれぞれの地域について，

その地域的特色や地域の課題を理解すること。 

(ｲ) ①から⑤までの考察の仕方で取り上げた特色ある事

象と，それに関連する他の事象や，そこで生ずる課題

を理解すること。 

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けるこ

と。 

(ｱ) 日本の諸地域において，それぞれ①から⑤までで扱

う中核となる事象の成立条件を，地域の広がりや地域

ことを明確にした。 

 

 

 

 

・「空間的相互作用」

「地域」などの観点から

地域的特色や地域の課題

を理解することを明確に

した。 

・(2)を受けて，中核と

なる項目が決められる。

７つだった項目が①～④

の４つとなる。 

・(2)の４つの項目以外

については，特に指定は

なく，その地域を理解す

るのにふさわしい主題を

「⑤ その他の事象」と

して設けることができる

ようになった。 

・中核となる項目から他

項目を関連付けて追究す

る動態地誌的学習となっ

ている。 
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現行学習指導要領 

（平成20年告示，平成27年一部改正） 

新学習指導要領 

（平成29年告示） 
備 考 

事象との関連で変化するものであることなどについて

考える。 

(ｴ) 環境問題や環境保全を中核とした考察 

地域の環境問題や環境保全の取組を中核として，そ

れを産業や地域開発の動向，人々の生活などと関連付

け，持続可能な社会の構築のためには地域における環

境保全の取組が大切であることなどについて考える。 

(ｵ) 人口や都市・村落を中核とした考察 

地域の人口の分布や動態，都市・村落の立地や機能

に関する特色ある事象を中核として，それを人々の生

活や産業などと関連付け，過疎・過密問題の解決が地

域の課題となっていることなどについて考える。 

(ｶ) 生活・文化を中核とした考察 

地域の伝統的な生活・文化に関する特色ある事象を

中核として，それを自然環境や歴史的背景，他地域と

の交流などと関連付け，近年の都市化や国際化によっ

て地域の伝統的な生活・文化が変容していることなど

について考える。 

(ｷ) 他地域との結び付きを中核とした考察 

地域の交通・通信網に関する特色ある事象を中核と

して，それを物資や人々の移動の特色や変化などと関

連付け，世界や日本の他の地域との結び付きの影響を

受けながら地域は変容していることなどについて考え

る。 

 

内の結び付き，人々の対応などに着目して，他の事象

やそこで生ずる課題と有機的に関連付けて多面的・多

角的に考察し，表現すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ここでいう「地域の課

題」は，学習を通して見

出した社会的な課題であ

る。 
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現行学習指導要領 

（平成20年告示，平成27年一部改正） 

新学習指導要領 

（平成29年告示） 
備 考 

(2) 日本の様々な地域 

エ 身近な地域の調査 

身近な地域における諸事象を取り上げ，観察や調査な

どの活動を行い，生徒が生活している土地に対する理解

と関心を深めて地域の課題を見いだし，地域社会の形成

に参画しその発展に努力しようとする態度を養うととも

に，市町村規模の地域の調査を行う際の視点や方法，地

理的なまとめ方や発表の方法の基礎を身に付けさせる。

（再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 内容の取扱い 

(1) 内容の(1)及び(2)については，この順序で取り扱うもの

とする。 

 

(2) 内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとす

る。 

（新設） 

 

(4) 地域の在り方 

空間的相互依存作用や地域などに着目して，課題を追究

したり解決したりする活動を通して，次の事項を身に付け

ることができるよう指導する。 

ア 次のような知識を身に付けること。 

(ｱ) 地域の実態や課題解決のための取組を理解するこ

と。 

(ｲ) 地域的な課題の解決に向けて考察，構想したことを

適切に説明，議論しまとめる手法について理解するこ

と。 

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けるこ

と。 

(ｱ) 地域の在り方を，地域の結び付きや地域の変容，持

続可能性などに着目し，そこで見られる地理的な課題

について多面的・多角的に考察，構想し，表現するこ

と。 

 

３ 内容の取扱い 

(1) 内容のＡ，Ｂ及びＣについては，この順序で取り扱うも

のとし，既習の学習成果を生かすこと。 

 

(2) 内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとす

る。 

ア 世界や日本の場所や地域の特色には，一般的共通性と

 

・目標の「課題を追究し

たり解決したりする活

動」を受けて，将来を構

想する資質を養う中項目

が新設された。 

・「地域の結びつきや地

域の変容」「持続可能

性」などに着目して，理

解を図る。 

・(1)から(3)の学習をふ

まえ，地域の実態を把握

し，社会的課題解決のた

めの理解や手法を理解す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・分布パターンや場所の
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現行学習指導要領 

（平成20年告示，平成27年一部改正） 

新学習指導要領 

（平成29年告示） 
備 考 

 

 

 

ア 地理的な見方や考え方及び地図の読図や作図，景観写

真の読み取りなど地理的技能を身に付けることができる

よう系統性に留意して計画的に指導すること。その際，

教科用図書「地図」を十分に活用すること。また，地域

に関する情報の収集，処理に当たっては，コンピュータ

や情報通信ネットワークなどを積極的に活用するなどの

工夫をすること。 

イ 学習で取り上げる地域や国については，各項目間の調

整を図り，一部の地域に偏ることのないようにするこ

と。 

ウ 地域の特色や変化をとらえるに当たっては，歴史的分

野との連携を踏まえ，歴史的背景に留意して地域的特色

を追究するよう工夫するとともに，公民的分野との関連

にも配慮すること。 

エ 地域的特色を追究する過程で生物や地学的な事象など

を取り上げる際には，地域的特色をとらえる上で必要な

範囲にとどめること。 

 

(4) 内容の(2)については，次のとおり取り扱うものとする。 

ア アについては，次のとおり取り扱うものとすること。 

(ｲ) 日本の地域区分を扱う際には，都道府県の名称と位

置のほかに都道府県庁所在地名も取り上げること。 

地方的特殊性があり，また，地域に見られる諸事象は，

その地域の規模の違いによって現れ方が異なることに留

意すること。 

イ 地図の読図や作図，景観写真の読み取り，地域に関す

る情報の収集や処理などの地理的技能を身に付けるに当

たっては，系統性に留意して計画的に指導すること。そ

の際，教科用図書「地図」を十分に活用すること。 

 

 

 

ウ 学習で取り上げる地域や国については，各項目間の調

整を図り，一部の地域に偏ることのないようにするこ

と。 

エ 地域の特色や変化を捉えるに当たっては，歴史的分野

との連携を踏まえ，歴史的背景に留意して地域的特色を

追究するよう工夫するとともに，公民的分野との関連に

も配慮すること。 

オ 地域的特色を追究する過程で生物や地学的な事象など

を取り上げる際には，地域的特色を捉える上で必要な範

囲にとどめること。 

 

(3) 内容のＡについては，次のとおり取り扱うものとする。 

ア (1)については，次のとおり取り扱うものとする。 

(ｱ) 日本の地域構成を扱う際には，都道府県の名称と位

置のほかに都道府県庁所在地名も取り上げること。 

特性という観点から，一

般的共通性や地方的特殊

性が導出される。系統地

理，地誌としての基礎的

な学習。 

・地図帳を活用する。地

図帳は，教科書であるの

で，主たる教材であるこ

との確認。 

 

 

 

 

・社会科としての，歴史

的分野や公民的分野との

関連性を確認。 

 

・他教科とのかかわり。 

 

 

 

 

 

・小学校の社会科と関

連。 
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現行学習指導要領 

（平成20年告示，平成27年一部改正） 

新学習指導要領 

（平成29年告示） 
備 考 

(ｱ) 「領域の特色と変化」については，我が国の海洋国

家としての特色を取り上げるとともに，北方領土が我

が国の固有の領土であることなど，我が国の領域をめ

ぐる問題にも着目させるようにすること。 

 

(3) 内容の(1)については，次のとおり取り扱うものとする。 

ア アについては，学習全体を通して，大まかに世界地図

を描けるようにすること。 

(4) 内容の(2)については，次のとおり取り扱うものとする。 

ア アについては，次のとおり取り扱うものとすること。 

(ｳ) 学習全体を通して，大まかに日本地図を描けるよう

にすること。 

 

(3) 内容の(1)については，次のとおり取り扱うものとする。 

イ イについては，世界各地の人々の生活の様子を考察す

るに当たって，衣食住の特色や，生活と宗教とのかかわ

りなどに着目させるようにすること。その際，世界の主

な宗教の分布について理解させるようにすること。 

 

ウ ウについては，州ごとに様々な面から地域的特色を大

観させ，その上で主題を設けて地域的特色を理解させる

ようにすること。その際，主題については，州の地域的

特色が明確となり，かつ我が国の国土の認識を深める上

で効果的であるという観点から設定すること。また，州

ごとに異なるものとなるようにすること。 

(ｲ) 「領域の範囲や変化とその特色」については，我が

国の海洋国家としての特色を取り上げるとともに，竹

島や北方領土が我が国の固有の領土であることなど，

我が国の領域をめぐる問題も取り上げるようにするこ

と。その際，尖閣諸島については我が国の固有の領土

であり，領土問題は存在しないことも扱うこと。 

(ｳ) 地球儀や地図を積極的に活用し，学習全体を通し

て，大まかに世界地図や日本地図を描けるようにする

こと。 

 

 

 

 

(4) 内容のＢについては，次のとおり取り扱うものとする。 

ア (1)については，世界各地の人々の生活の特色やその

変容の理由と，その生活が営まれる場所の自然及び社会

的条件との関係を考察するに当たって，衣食住の特色

や，生活と宗教との関わりなどを取り上げるようにする

こと。 

イ (2)については，次のとおり取り扱うものとする。 

(ｱ) 州ごとに設ける主題については，各州に暮らす人々

の生活の様子を的確に把握できる事象を取り上げると

ともに，そこで特徴的に見られる地球的課題と関連付

けて取り上げること。 

(ｲ) 取り上げる地球的課題については，地域間の共通性

・領土について，地図か

ら確認し，領土の重要性

に気づかせる。日本が海

と関連の深い海洋国家で

あることにも気づかせ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・自然環境や社会環境と

人々の生活との相互作

用。 

 

 

 

・主題の取り上げ方。州

の人々の暮らしが的確に

把握でき，地球的課題と

結びつくこと。 

・地誌としての基礎的な
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現行学習指導要領 

（平成20年告示，平成27年一部改正） 

新学習指導要領 

（平成29年告示） 
備 考 

 

 

 

 

 

(4) 内容の(2)については，次のとおり取り扱うものとする。 

エ エについては，学校所在地の事情を踏まえて観察や調

査を指導計画に位置付け実施すること。その際，縮尺の

大きな地図や統計その他の資料に親しませ，それらの活

用の技能を高めるようにすること。また，観察や調査の

結果をまとめる際には，地図を有効に活用して事象を説

明したり，自分の解釈を加えて論述したり，意見交換し

たりするなどの学習活動を充実させること。なお，学習

の効果を高めることができる場合には，内容の(2)のウ

の中の学校所在地を含む地域の学習と結び付けて扱って

もよいこと。 

(3) 内容の(1)については，次のとおり取り扱うものとする。 

エ エについては，様々な資料を的確に読み取ったり，地

図を有効に活用して事象を説明したりするなどの作業的

な学習活動を取り入れること。また，自分の解釈を加え

て論述したり，意見交換したりするなどの学習活動を充

実させること。 

 

 

(4) 内容の(2)については，次のとおり取り扱うものとする。 

に気付き，我が国の国土の認識を深め，持続可能な社

会づくりを考える上で効果的であるという観点から設

定すること。また，州ごとに異なるものとなるように

すること。 

 

(5) 内容のＣについては，次のとおり取り扱うものとする。 

ア (1)については，次のとおり取り扱うものとする。 

(ｱ) 地域調査に当たっては，対象地域は学校周辺とし，

主題は学校所在地の事情を踏まえて，防災，人口の偏

在，産業の変容，交通の発達などの事象から適切に設

定し，観察や調査を指導計画に位置付けて実施するこ

と。なお，学習の効果を高めることができる場合に

は，内容のＣの(3)の中の学校所在地を含む地域の学

習や，Ｃの(4)と結び付けて扱うことができること。 

 

 

 

(ｲ) 様々な資料を的確に読み取ったり，地図を有効に活

用して事象を説明したりするなどの作業的な学習活動

を取り入れること。また，課題の追究に当たり，例え

ば，防災に関わり危険を予測したり，人口の偏在に関

わり人口動態を推測したりする際には，縮尺の大きな

地図や統計その他の資料を含む地理空間情報を適切に

取り扱い，その活用の技能を高めるようにすること。 

イ (2)については，次のとおり取り扱うものとする。 

学習。 

・「持続可能な社会づく

り」（ESD）を意識。 

 

 

 

 

・地域調査の対象地域は

学校周辺。 

・学習の効果を高めるた

めには，より広く学校所

在地を含む，「日本の諸

地域」で区分される地

域，あるいは「地域の在

り方」と結びつけ，地域

の課題解決に向けて地域

調査し，その調査の結果

から解決の構想を説明

し，議論していくことが

可能。 

 

・適切な尺度の地図の活

用。 
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現行学習指導要領 

（平成20年告示，平成27年一部改正） 

新学習指導要領 

（平成29年告示） 
備 考 

イ イの(ｱ)から(ｴ)で示した日本の地域的特色について

は，指導に当たって内容の(1)の学習成果を生かすとと

もに，日本の諸地域の特色について理解を深めるための

基本的な事柄で構成すること。 

 

ウ ウについては，次のとおり取り扱うものとすること。 

(ｱ) 地域区分については，指導の観点や学校所在地の事

情などを考慮して適切に決めること。 

 

 

(ｲ) 指導に当たっては，地域の特色ある事象や事柄を中

核として，それを他の事象と有機的に関連付けて，地

域的特色を追究するようにすること。 

(ｳ) (ｱ)から(ｷ)の考察の仕方については，学習する地域

ごとに一つ選択すること。また，ウの学習全体を通し

てすべて取り扱うこと。 

 

 

（新設） 

 

 

エ エについては，学校所在地の事情を踏まえて観察や調

査を指導計画に位置付け実施すること。その際，縮尺の

大きな地図や統計その他の資料に親しませ，それらの活

用の技能を高めるようにすること。また，観察や調査の

(ｱ) ①から④までで示した日本の地域的特色について

は，系統的に理解を深めるための基本的な事柄で構成

すること。 

(ｲ) 地域区分に際しては，日本の地域的特色を見いだし

やすくなるようにそれぞれ適切な数で区分すること。 

ウ (3)については，次のとおり取り扱うものとする。 

(ｱ) 日本の諸地域については，国内を幾つかの地域に区

分して取り上げることとし，その地域区分は，指導の

観点や学校所在地の事情などを考慮して適切に決める

こと。 

（削除） 

 

 

(ｲ) 学習する地域ごとに①から⑤までの考察の仕方を一

つ選択することとし，①から④までの考察の仕方は，

尐なくとも一度は取り扱うこと。また，⑤の考察の仕

方は，様々な事象や事柄の中から，取り上げる地域に

応じた適切なものを適宜設定すること。 

(ｳ) 地域の考察に当たっては，そこに暮らす人々の生

活・文化，地域の伝統や歴史的な背景，地域の持続可

能な社会づくりを踏まえた視点に留意すること。 

エ (4)については，次のとおり取り扱うものとする。 

(ｱ) 取り上げる地域や課題については，各学校において

具体的に地域の在り方を考察できるような，適切な規

模の地域や適切な課題を取り上げること。 

・系統地理としての基礎

的な学習。 

 

・地域区分は所与のもの

ではなく，地域を特徴の

あるいくつかに区分する

ことで，より一層その地

域の特色を多面的，多角

的（重層的）に捉えるこ

とができる。 

 

 

 

・７つの「考察の仕方」

を強引に地域に対応させ

るのではなく，より一層

その地域の特徴を見出さ

せるような「考察の仕

方」としている。 

・地誌としての基礎的な

学習（動態地誌的学

習）。 

・ESDを強調。 

・適切な規模での地域で

の考察。 
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現行学習指導要領 

（平成20年告示，平成27年一部改正） 

新学習指導要領 

（平成29年告示） 
備 考 

結果をまとめる際には，地図を有効に活用して事象を説

明したり，自分の解釈を加えて論述したり，意見交換し

たりするなどの学習活動を充実させること。なお，学習

の効果を高めることができる場合には，内容の(2)のウ

の中の学校所在地を含む地域の学習と結び付けて扱って

もよいこと。（再掲） 

 

 

 

 

 

 

〔歴史的分野〕 

１ 目 標 

（1）歴史的事象に対する関心を高め，我が国の歴史の大きな流

れを，世界の歴史を背景に，各時代の特色を踏まえて理解さ

せ，それを通して我が国の伝統と文化の特色を広い視野に立っ

て考えさせるとともに，我が国の歴史に対する愛情を深め，国

民としての自覚を育てる。 

（2）国家・社会及び文化の発展や人々の生活の向上に尽くした

歴史上の人物と現在に伝わる文化遺産を，その時代や地域との

関連において理解させ，尊重する態度を育てる。 

（3）歴史に見られる国際関係や文化交流のあらましを理解さ

せ，我が国と諸外国の歴史や文化が相互に深くかかわっている

ことを考えさせるとともに，他民族の文化，生活などに関心を

(ｲ) 学習の効果を高めることができる場合には，内容の

Ｃの(1)の学習や，Ｃの(3)の中の学校所在地を含む地

域の学習と結び付けて扱うことができること。 

(ｳ) 考察，構想，表現する際には，学習対象の地域と類

似の課題が見られる他の地域と比較したり，関連付け

たりするなど，具体的に学習を進めること。 

(ｴ) 観察や調査の結果をまとめる際には，地図や諸資料

を有効に活用して事象を説明したり，自分の解釈を加

えて論述したり，意見交換したりするなどの学習活動

を充実させること。 

 

 

〔歴史的分野〕 

１ 目 標 

社会的事象の歴史的な見方・考え方を働かせ，課題を追究し

たり解決したりする活動を通して，広い視野に立ち，グローバ

ル化する国際社会に主体的に生きる平和で民主的な国家及び社

会の形成者に必要な公民としての資質・能力の基礎を次のとお

り育成することを目指す。 

(1) 我が国の歴史の大きな流れを，世界の歴史を背景に，各時

代の特色を踏まえて理解するとともに，諸資料から歴史に関

する様々な情報を効果的に調べまとめる技能を身に付けるよ

うにする。 

(2) 歴史に関わる事象の意味や意義，伝統と文化の特色など

を，時期や年代，推移，比較，相互の関連や現在とのつなが

・「地域調査の手法」

（野外調査）や「日本の

諸地域」と結び付けても

可。 

・他地域との比較，関連

付け。 

 

・表現力を高める工夫。 

 

 

 

 

・前文が追加され，社会

的事象の歴史的な見方・

考え方を働かせた学習を

通して，公民としての資

質・能力を育成するとい

う基本理念が示された。 

・全体として現行の「歴

史的事象」は「歴史に関

わる事象」に変更され

た。 

・「時期や年代，推移，

比較，相互の関連や現在

とのつながりなど」の着
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現行学習指導要領 

（平成20年告示，平成27年一部改正） 

新学習指導要領 

（平成29年告示） 
備 考 

もたせ，国際協調の精神を養う。 

（4）身近な地域の歴史や具体的な事象の学習を通して歴史に対

する興味・関心を高め，様々な資料を活用して歴史的事象を

多面的・多角的に考察し公正に判断するとともに適切に表現

する能力と態度を育てる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 内 容 

 

（1）歴史のとらえ方 

ア 我が国の歴史上の人物や出来事などについて調べたり考

えたりするなどの活動を通して，時代の区分やその移り変

わりに気付かせ，歴史を学ぶ意欲を高めるとともに，年代

の表し方や時代区分についての基本的な内容を理解させ

る。 

 

 

 

 

りなどに着目して多面的・多角的に考察したり，歴史に見ら

れる課題を把握し複数の立場や意見を踏まえて公正に選択・

判断したりする力，思考・判断したことを説明したり，それ

らを基に議論したりする力を養う。 

(3) 歴史に関わる諸事象について，よりよい社会の実現を視野

にそこで見られる課題を主体的に追究，解決しようとする態

度を養うとともに，多面的・多角的な考察や深い理解を通し

て涵
かん

養される我が国の歴史に対する愛情，国民としての自

覚，国家及び社会並びに文化の発展や人々の生活の向上に尽

くした歴史上の人物と現在に伝わる文化遺産を尊重しようと

することの大切さについての自覚などを深め，国際協調の精

神を養う。 

 

２ 内 容 

Ａ 歴史との対話 

(1) 私たちと歴史 

課題を追究したり解決したりする活動を通して，次の事項

を身に付けることができるよう指導する。 

ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

(ｱ) 年代の表し方や時代区分の意味や意義についての基本

的な内容を理解すること。 

(ｲ) 資料から歴史に関わる情報を読み取ったり，年表など

にまとめたりするなどの技能を身に付けること。 

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けるこ

と。 

目点が示された。 

・「歴史に見られる課題

を把握し複数の立場や意

見を踏まえて」が追加さ

れた。 

・「議論したりする力」

が追加された。 

・「よりよい社会の実現

を視野にそこで見られる

課題を主体的に追究，解

決しようとする」態度が

示された。 

 

・「Ａ 歴史との対話」

の大項目が新設された。 

・現行の「歴史のとらえ

方」が「(1)私たちと歴

史」「(2)身近な地域の

歴史」の中項目に分割さ

れた。 

・内容全体を通して，中

項目ごとに「課題を追究

したり解決したりする活

動を通して，次の事項を

身に付けることができる
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現行学習指導要領 

（平成20年告示，平成27年一部改正） 

新学習指導要領 

（平成29年告示） 
備 考 

 

 

 

 

 

イ 身近な地域の歴史を調べる活動を通して，地域への関心

を高め，地域の具体的な事柄とのかかわりの中で我が国の

歴史を理解させるとともに，受け継がれてきた伝統や文化

への関心を高め，歴史の学び方を身に付けさせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 学習した内容を活用してその時代を大観し表現する活動

を通して，各時代の特色をとらえさせる。 

 

 

（2）古代までの日本 

(ｱ) 時期や年代，推移，現在の私たちとのつながりなどに

着目して，小学校での学習を踏まえて歴史上の人物や文

化財，出来事などから適切なものを取り上げ，時代区分

との関わりなどについて考察し表現すること。 

 

(2) 身近な地域の歴史 

課題を追究したり解決したりする活動を通して，次の事項

を身に付けことができるよう指導する。 

ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

(ｱ) 自らが生活する地域や受け継がれてきた伝統や文化へ

の関心をもって，具体的な事柄との関わりの中で，地域

の歴史について調べたり，収集した情報を年表などにま

とめたりするなどの技能を身に付けること。 

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けるこ

と。 

(ｱ) 比較や関連，時代的な背景や地域的な環境，歴史と私

たちとのつながりなどに着目して，地域に残る文化財や

諸資料を活用して，身近な地域の歴史的な特徴を多面

的・多角的に考察し，表現すること。 

 

 

 

 

Ｂ 近世までの日本とアジア 

(1) 古代までの日本 

ように指導する」とし

て，アで身に付けさせる

べき「知識及び技能」と

イで「思考力，判断力，

表現力等」が示された。 

 

 

 

 

・具体的な技能として

「収集した情報を年表な

どにまとめたりするなど

の技能」が示された。 

・「比較や関連，時代的

な背景や地域的な環境，

歴史と私たちとのつなが

りなど」の着目点が示さ

れた。 

・現行のウ「時代の大

観・特色」は，各中項目

のイに分散されて示され

た。 

・「Ｂ 近世までの日本

とアジア」の大項目が新

設された。 
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現行学習指導要領 

（平成20年告示，平成27年一部改正） 

新学習指導要領 

（平成29年告示） 
備 考 

 

 

 

 

ア 世界の古代文明や宗教のおこり，日本列島における農耕

の広まりと生活の変化や当時の人々の信仰，大和朝廷によ

る統一と東アジアとのかかわりなどを通して，世界の各地

で文明が築かれ，東アジアの文明の影響を受けながら我が

国で国家が形成されていったことを理解させる。 

 

 

  

  

イ 律
りつ

令
りょう

国家の確立に至るまでの過程，摂関政治などを通し

て，大陸の文物や制度を積極的に取り入れながら国家の仕

組みが整えられ，その後，天皇や貴族の政治が展開したこ

とを理解させる。 

 

ウ 仏教の伝来とその影響，仮名文字の成立などを通して，

国際的な要素をもった文化が栄え，後に文化の国風化が進

んだことを理解させる。 

 

 

 

 

課題を追究したり解決したりする活動を通して，次の事項

を身に付けることができるよう指導する。 

ア 次のような知識を身に付けること。 

(ｱ) 世界の古代文明や宗教のおこり 

世界の古代文明や宗教のおこりを基に，世界の各地で

文明が築かれたことを理解すること。 

(ｲ) 日本列島における国家形成 

日本列島における農耕の広まりと生活の変化や当時の

人々の信仰，大和朝廷（大和政権）による統一の様子と

東アジアとの関わりなどを基に，東アジアの文明の影響

を受けながら我が国で国家が形成されていったことを理

解すること。 

(ｳ) 律
りつ

令
りょう

国家の形成 

律
りつ

令
りょう

国家の確立に至るまでの過程，摂関政治などを

基に，東アジアの文物や制度を積極的に取り入れながら

国家の仕組みが整えられ，その後，天皇や貴族による政

治が展開したことを理解すること。 

(ｴ) 古代の文化と東アジアとの関わり 

仏教の伝来とその影響，仮名文字の成立などを基に，

国際的な要素をもった文化が栄え，それらを基礎としな

がら文化の国風化が進んだことを理解すること。 

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けるこ

と。 

(ｱ) 古代文明や宗教が起こった場所や環境，農耕の広まり

や生産技術の発展，東アジアとの接触や交流と政治や文

・「(ｱ)世界の古代文明

や宗教のおこり」の項目

が新設された。 

・「(ｲ)日本列島におけ

る国家形成」の項目が新

設された。 

・「大和朝廷による統

一」が「大和朝廷（大和

政権）による統一の様

子」に変更された。 

・全体として「などを通

して」が「などを基に」

に変更された。 

・「(ｳ)律令国家の形

成」の項目が新設され

た。 

・「大陸」が「東アジ

ア」に変更された。 

・「(ｴ)古代の文化と東

アジアとの関わり」の項

目が新設された。 

・「後に」が「それらを

基礎としながら」に変更

された。 

・現行の2（1）ウの「時
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現行学習指導要領 

（平成20年告示，平成27年一部改正） 

新学習指導要領 

（平成29年告示） 
備 考 

 

 

 

 

 

 

（3）中世の日本 

 

 

 

 

ア 鎌
かま

倉
くら

幕府の成立，南北朝の争乱と室町幕府，東アジアの

国際関係，応
おう

仁
にん

の乱後の社会的な変動などを通して，武家

政治の特色を考えさせ，武士が台頭して武家政権が成立

し，その支配が次第に全国に広まるとともに，東アジア世

界との密接なかかわりがみられたことを理解させる。 

 

 

  

  

 

イ 農業など諸産業の発達，畿
き

内
ない

を中心とした都市や農村に

おける自治的な仕組みの成立，禅宗の文化的な影響などを

通して，武家政治の展開や民衆の成長を背景とした社会や

文化が生まれたことを理解させる。 

化の変化などに着目して，事象を相互に関連付けるなど

して，アの(ｱ)から(ｴ)までについて古代の社会の変化の

様子を多面的・多角的に考察し，表現すること。 

(ｲ) 古代までの日本を大観して，時代の特色を多面的・多

角的に考察し，表現すること。 

 

(2) 中世の日本 

課題を追究したり解決したりする活動を通して，次の事項

を身に付けることができるよう指導する。 

ア 次のような知識を身に付けること。 

(ｱ) 武家政治の成立とユーラシアの交流 

鎌
かま

倉
くら

幕府の成立，元
げん

寇
こう

（モンゴル帝国の襲来）などを

基に，武士が台頭して主従の結び付きや武力を背景とし

た武家政権が成立し，その支配が広まったこと，元
げん

寇
こう

が

ユーラシアの変化の中で起こったことを理解すること。 

(ｲ) 武家政治の展開と東アジアの動き 

南北朝の争乱と室町幕府，日
にち

明
みん

貿易， 琉
りゅう

球
きゅう

の国際

的な役割などを基に，武家政治の展開とともに，東アジ

ア世界との密接な関わりが見られたことを理解するこ

と。 

(ｳ) 民衆の成長と新たな文化の形成 

農業など諸産業の発達，畿
き

内
ない

を中心とした都市や農村

における自治的な仕組みの成立，武士や民衆などの多様

な文化の形成，応
おう

仁
にん

の乱後の社会的な変動などを基に，

民衆の成長を背景とした社会や文化が生まれたことを理

代の大観・特色」が分散

して示された。さらに

「多面的・多角的に考察

し，表現する」が追加さ

れた。 

・「(ｱ)武家政治の成立

とユーラシアの交流」の

項目が新設された。 

・現行は内容の取扱いに

示されていた「元寇」

が，内容にも示され，

「元寇（モンゴル帝国の

襲来）」に変更された。 

・「主従の結び付きや武

力を背景とした」が追加

された。 

・現行の「武家政治の特

色を考えさせ」が削除さ

れた。 

・「元寇がユーラシアの

変化の中で起こったこ

と」が追加された。 

・「(ｲ)武家政治の展開

と東アジアの動き」の項

目が新設された。 
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現行学習指導要領 

（平成20年告示，平成27年一部改正） 

新学習指導要領 

（平成29年告示） 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）近世の日本 

 

 

 

 

ア 戦国の動乱，ヨーロッパ人来航の背景とその影響，織
お

田
だ

・豊
とよ

臣
とみ

による統一事業とその当時の対外関係，武将や豪

商などの生活文化の展開などを通して，近世社会の基礎が

つくられていったことを理解させる。 

 

イ 江戸幕府の成立と大名統制，鎖国政策，身分制度の確立

及び農村の様子，鎖国下の対外関係などを通して，江戸幕

府の政治の特色を考えさせ，幕府と藩による支配が確立し

たことを理解させる。 

解すること。 

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けるこ

と。 

(ｱ) 武士の政治への進出と展開，東アジアにおける交流，

農業や商工業の発達などに着目して，事象を相互に関連

付けるなどして，アの(ｱ)から(ｳ)までについて中世の社

会の変化の様子を多面的・多角的に考察し，表現するこ

と。 

(ｲ) 中世の日本を大観して，時代の特色を多面的・多角的

に考察し，表現すること。 

 

(3) 近世の日本 

課題を追究したり解決したりする活動を通して，次の事項

を身に付けることができるよう指導する。 

ア 次のような知識を身に付けること。 

(ｱ) 世界の動きと統一事業 

ヨーロッパ人来航の背景とその影響，織
お

田
だ

・豊
とよ

臣
とみ

によ

る統一事業とその当時の対外関係，武将や豪商などの生

活文化の展開などを基に，近世社会の基礎がつくられた

ことを理解すること。 

(ｲ) 江戸幕府の成立と対外関係 

江戸幕府の成立と大名統制，身分制と農村の様子，鎖

国などの幕府の対外政策と対外関係などを基に，幕府と

藩による支配が確立したことを理解すること。 

(ｳ) 産業の発達と町人文化 

・「日明貿易，琉球の国

際的な役割」が追加され

た。 

・「(ｳ)民衆の成長と新

たな文化の形成」の項目

が新設された。 

・現行の「禅宗の文化的

な影響」は内容の取扱い

（3）イに示された。 

・「武士や民衆などの多

様な文化の形成，応仁の

乱後の社会的な変動」が

追加された。 

・「(ｱ)世界の動きと統

一事業」の項目が新設さ

れた。 

・内容の取扱い（3）イ

にあるように，「戦国の

動乱」は（2）ア（ｳ）の

「応仁の乱後の社会的な

変動」に含まれた。 

・「(ｲ)江戸幕府の成立

と対外関係」の項目が新

設された。 

・現行の「鎖国政策」が
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現行学習指導要領 

（平成20年告示，平成27年一部改正） 

新学習指導要領 

（平成29年告示） 
備 考 

ウ 産業や交通の発達，教育の普及と文化の広がりなどを通

して，町人文化が都市を中心に形成されたことや，各地方

の生活文化が生まれたことを理解させる。 

 

エ 社会の変動や欧米諸国の接近，幕府の政治改革，新しい

学問・思想の動きなどを通して，幕府の政治が次第に行き

詰まりをみせたことを理解させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（5）近代の日本と世界 

 

 

 

 

ア 欧米諸国における市民革命や産業革命，アジア諸国の動

きなどを通して，欧米諸国が近代社会を成立させてアジア

産業や交通の発達，教育の普及と文化の広がりなどを

基に，町人文化が都市を中心に形成されたことや，各地

方の生活文化が生まれたことを理解すること。 

(ｴ) 幕府の政治の展開 

社会の変動や欧米諸国の接近，幕府の政治改革，新し

い学問・思想の動きなどを基に，幕府の政治が次第に行

き詰まりをみせたことを理解すること。 

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けるこ

と。 

(ｱ) 交易の広がりとその影響，統一政権の諸政策の目的，

産業の発達と文化の担い手の変化，社会の変化と幕府の

政策の変化などに着目して，事象を相互に関連付けるな

どして，アの(ｱ)から(ｴ)までについて近世の社会の変化

の様子を多面的・多角的に考察し，表現すること。 

(ｲ) 近世の日本を大観して，時代の特色を多面的・多角的

に考察し，表現すること。 

 

Ｃ 近現代の日本と世界 

(1) 近代の日本と世界 

課題を追究したり解決したりする活動を通して，次の事項

を身に付けることができるよう指導する。 

ア 次のような知識を身に付けること。 

(ｱ) 欧米における近代社会の成立とアジア諸国の動き 

欧米諸国における産業革命や市民革命，アジア諸国の

動きなどを基に，欧米諸国が近代社会を成立させてアジ

「鎖国などの幕府の対外

政策」へと変更された。 

・「身分制度」が「身分

制」に変更された。 

・現行の「江戸幕府の政

治の特色を考えさせ」が

削除された。 

・「(ｳ)産業の発達と町

人文化」の項目が新設さ

れた。 

・「(ｴ)幕府の政治の展

開」の項目が新設され

た。 

・「Ｃ 近現代の日本と

世界」の大項目が新設さ

れた。 

・「(ｱ)欧米における近

代社会の成立とアジア諸

国の動き」の項目が新設

された。 

・「市民革命や産業革

命」が「産業革命や市民

革命」に変更された。 

・「(ｲ)明治維新と近代

国家の形成」の項目が新
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現行学習指導要領 

（平成20年告示，平成27年一部改正） 

新学習指導要領 

（平成29年告示） 
備 考 

へ進出したことを理解させる。 

 

イ 開国とその影響，富国強兵・殖産興業政策，文明開化な

どを通して，新政府による改革の特色を考えさせ，明治維

新によって近代国家の基礎が整えられて，人々の生活が大

きく変化したことを理解させる。 

 

ウ 自由民権運動，大日本帝国憲法の制定，日清
にっしん

・日露戦

争，条約改正などを通して，立憲制の国家が成立して議会

政治が始まるとともに，我が国の国際的地位が向上したこ

とを理解させる。 

 

エ 我が国の産業革命，この時期の国民生活の変化，学問・

教育・科学・芸術の発展などを通して，我が国で近代産業

が発展し，近代文化が形成されたことを理解させる。 

 

 

オ 第一次世界大戦の背景とその影響，民族運動の高まりと

国際協調の動き，我が国の国民の政治的自覚の高まりと文

化の大衆化などを通して，第一次世界大戦前後の国際情勢

及び我が国の動きと，大戦後に国際平和への努力がなされ

たことを理解させる。 

 

カ 経済の世界的な混乱と社会問題の発生，昭和初期から第

二次世界大戦の終結までの我が国の政治・外交の動き，中

アへ進出したことを理解すること。 

(ｲ) 明治維新と近代国家の形成 

開国とその影響，富国強兵・殖産興業政策，文明開化

の風潮などを基に，明治維新によって近代国家の基礎が

整えられて，人々の生活が大きく変化したことを理解す

ること。 

(ｳ) 議会政治の始まりと国際社会との関わり 

自由民権運動，大日本帝国憲法の制定，日清
にっしん

・日露戦

争，条約改正などを基に，立憲制の国家が成立して議会

政治が始まるとともに，我が国の国際的な地位が向上し

たことを理解すること。 

(ｴ) 近代産業の発展と近代文化の形成 

我が国の産業革命，この時期の国民生活の変化，学

問・教育・科学・芸術の発展などを基に，我が国で近代

産業が発展し，近代文化が形成されたことを理解するこ

と。 

(ｵ) 第一次世界大戦前後の国際情勢と大衆の出現 

第一次世界大戦の背景とその影響，民族運動の高まり

と国際協調の動き，我が国の国民の政治的自覚の高まり

と文化の大衆化などを基に，第一次世界大戦前後の国際

情勢及び我が国の動きと，大戦後に国際平和への努力が

なされたことを理解すること。 

(ｶ) 第二次世界大戦と人類への惨禍 

経済の世界的な混乱と社会問題の発生，昭和初期から

第二次世界大戦の終結までの我が国の政治・外交の動

設された。 

・「文明開化」が「文明

開化の風潮」に変更され

た。 

・現行の「新政府による

改革の特色を考えさせ」

が削除された。 

・「(ｳ)議会政治の始ま

りと国際社会との関わ

り」の項目が新設され

た。 

・「(ｴ)近代産業の発展

と近代文化の形成」の項

目が新設された。 

 

 

・「(ｵ)第一次世界大戦

前後の国際情勢と大衆の

出現」の項目が新設され

た。 

 

 

・「(ｶ)第二次世界大戦

と人類への惨禍」の項目

が新設された。 
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現行学習指導要領 

（平成20年告示，平成27年一部改正） 

新学習指導要領 

（平成29年告示） 
備 考 

国などアジア諸国との関係，欧米諸国の動き，戦時下の国

民の生活などを通して，軍部の台頭から戦争までの経過

と，大戦が人類全体に惨禍を及ぼしたことを理解させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（6）現代の日本と世界 

 

 

 

 

ア 冷戦，我が国の民主化と再建の過程，国際社会への復帰

などを通して，第二次世界大戦後の諸改革の特色を考えさ

せ，世界の動きの中で新しい日本の建設が進められたこと

を理解させる。 

き，中国などアジア諸国との関係，欧米諸国の動き，戦

時下の国民の生活などを基に，軍部の台頭から戦争まで

の経過と，大戦が人類全体に惨禍を及ぼしたことを理解

すること。 

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けるこ

と。 

(ｱ) 工業化の進展と政治や社会の変化，明治政府の諸改革

の目的，議会政治や外交の展開，近代化がもたらした文

化への影響，経済の変化の政治への影響，戦争に向かう

時期の社会や生活の変化，世界の動きと我が国との関連

などに着目して，事象を相互に関連付けるなどして，ア

の(ｱ)から(ｶ)までについて近代の社会の変化の様子を多

面的・多角的に考察し，表現すること。 

(ｲ) 近代の日本と世界を大観して，時代の特色を多面的・

多角的に考察し，表現すること。 

 

(2) 現代の日本と世界 

課題を追究したり解決したりする活動を通して，次の事項

を身に付けることができるよう指導すること。 

ア 次のような知識を身に付けること。 

(ｱ) 日本の民主化と冷戦下の国際社会 

冷戦，我が国の民主化と再建の過程，国際社会への復

帰などを基に，第二次世界大戦後の諸改革の特色や世界

の動きの中で新しい日本の建設が進められたことを理解

すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「(ｱ)日本の民主化と

冷戦下の国際社会」の項

目が新設された。 

・現行の「第二次世界大

戦後の諸改革の特色を考

えさせ」が削除された。 
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現行学習指導要領 

（平成20年告示，平成27年一部改正） 

新学習指導要領 

（平成29年告示） 
備 考 

 

イ 高度経済成長，国際社会とのかかわり，冷戦の終結など

を通して，我が国の経済や科学技術が急速に発展して国民

の生活が向上し，国際社会において我が国の役割が大きく

なってきたことを理解させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 内容の取扱い 

（1）内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとす

る。 

ア 生徒の発達の段階を考慮して，各時代の特色や時代の転

換にかかわる基礎的・基本的な歴史的事象を重点的に選ん

で指導内容を構成すること。 

 

(ｲ) 日本の経済の発展とグローバル化する世界 

高度経済成長，国際社会との関わり，冷戦の終結など

を基に，我が国の経済や科学技術の発展によって国民の

生活が向上し，国際社会において我が国の役割が大きく

なってきたことを理解すること。 

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けるこ

と。 

(ｱ) 諸改革の展開と国際社会の変化，政治の展開と国民生

活の変化などに着目して，事象を相互に関連付けるなど

して，アの(ｱ)及び(ｲ)について現代の社会の変化の様子

を多面的・多角的に考察し，表現すること。 

(ｲ) 現代の日本と世界を大観して，時代の特色を多面的・

多角的に考察し，表現すること。 

(ｳ) これまでの学習を踏まえ，歴史と私たちとのつなが

り，現在と未来の日本や世界の在り方について，課題意

識をもって多面的・多角的に考察，構想し，表現するこ

と。 

 

３ 内容の取扱い 

(1) 内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとす

る。 

ア 生徒の発達の段階を考慮して，各時代の特色や時代の転

換に関係する基礎的・基本的な歴史に関わる事象を重点的

に選んで指導内容を構成すること。 

イ 調査や諸資料から歴史に関わる事象についての様々な情

・「(ｲ)日本の経済の発

展とグローバル化する世

界」が新設された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「(ｳ)これまでの学習

を踏まえ，歴史と私たち

とのつながり，現在と未

来の日本や世界の在り方

について，課題意識をも

って多面的・多角的に考

察，構想し，表現するこ

と」が追加された。 

 

 

 

・年表，文献，図版，地
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現行学習指導要領 

（平成20年告示，平成27年一部改正） 

新学習指導要領 

（平成29年告示） 
備 考 

 

 

 

 

イ 歴史的事象の意味・意義や特色，事象間の関連を説明し

たり，課題を設けて追究したり，意見交換したりするなど

の学習を重視して，思考力，判断力，表現力等を養うとと

もに，学習内容の確かな理解と定着を図ること。 

ウ 各時代の文化については，代表的な事例を取り上げてそ

の特色を考えさせるようにすること。 

１ 目 標 

（3）歴史に見られる国際関係や文化交流のあらましを理解さ

せ，我が国と諸外国の歴史や文化が相互に深くかかわっている

ことを考えさせるとともに，他民族の文化，生活などに関心を

もたせ，国際協調の精神を養う。(再掲） 

オ 国家・社会及び文化の発展や人々の生活の向上に尽くし

た歴史上の人物に対する生徒の興味・関心を育てる指導に

努めるとともに，それぞれの人物が果たした役割や生き方

などについて時代的背景と関連付けて考察させるようにす

ること。その際，身近な地域の歴史上の人物を取り上げる

ことにも留意すること。 

エ 歴史的事象の指導に当たっては，地理的分野との連携を

踏まえ，地理的条件にも着目して取り扱うよう工夫すると

ともに，公民的分野との関連にも配慮すること。 

カ 日本人の生活や生活に根ざした文化については，政治の

報を効果的に収集し，読み取り，まとめる技能を身に付け

る学習を重視すること。その際，年表を活用した読み取り

やまとめ，文献，図版などの多様な資料，地図などの活用

を十分に行うこと。 

ウ 歴史に関わる事象の意味・意義や特色，事象間の関連を

説明したり，課題を設けて追究したり，意見交換したりす

るなどの学習を重視して，思考力，判断力，表現力等を養

うとともに，学習内容の確かな理解と定着を図ること。 

エ 各時代の文化については，代表的な事例を取り上げてそ

の特色を考察させるようにすること。 

オ 歴史に見られる国際関係や文化交流のあらましを理解さ

せ，我が国と諸外国の歴史や文化が相互に深く関わってい

ることを考察させるようにすること。その際，歴史に見ら

れる文化や生活の多様性に気付かせること。 

 

カ 国家及び社会並びに文化の発展や人々の生活の向上に尽

くした歴史上の人物と現在に伝わる文化遺産について，生

徒の興味・関心を育てる指導に努めるとともに，それらの

時代的背景や地域性などと関連付けて考察させるようにす

ること。その際，身近な地域の歴史上の人物と文化遺産を

取り上げることにも留意すること。 

キ 歴史に関わる事象の指導に当たっては，地理的分野との

連携を踏まえ，地理的条件にも着目して取り扱うよう工夫

するとともに，公民的分野との関連にも配慮すること。 

ク 日本人の生活や生活に根ざした文化については，政治の

図などの諸資料から情報

を収集し，読み取り，ま

とめる技能の重視が追加

された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「歴史に見られる文化

や生活の多様性に気付か

せること」が追加され

た。 

 

・「現在に伝わる文化遺

産」「地域性」「文化遺

産」が追加された。 
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現行学習指導要領 

（平成20年告示，平成27年一部改正） 

新学習指導要領 

（平成29年告示） 
備 考 

動き，社会の動き，各地域の地理的条件，身近な地域の歴

史とも関連付けて指導したり，民俗学や考古学などの成果

の活用や博物館，郷土資料館などの施設を見学・調査した

りするなどして具体的に学ぶことができるようにするこ

と。 

 

（2）内容の（1）については，次のとおり取り扱うものとする。 

ア アについては，中学校の歴史学習の導入として実施する

ことを原則とすること。小学校での学習を踏まえ，扱う内

容や活動の仕方を工夫して，「時代の区分やその移り変わ

り」に気付かせるようにすること。「年代の表し方や時代

区分」の学習については，導入における学習内容を基盤に

し，内容の（2）以下とかかわらせて継続的・計画的に進め

ること。 

 

 

 

 

 

 

イ イについては，内容の（2）以下とかかわらせて計画的に

実施し，地域の特性に応じた時代を取り上げるようにする

とともに，人々の生活や生活に根ざした伝統や文化に着目

した取扱いを工夫すること。その際，博物館，郷土資料館

などの施設の活用や地域の人々の協力も考慮すること。 

動き，社会の動き，各地域の地理的条件，身近な地域の歴

史とも関連付けて指導したり，民俗学や考古学などの成果

の活用や博物館，郷土資料館などの施設を見学・調査した

りするなど具体的に学ぶことを通して理解させるように工

夫すること。 

 

(2) 内容のＡについては，次のとおり取り扱うものとする。 

ア (1)については，中学校の歴史学習の導入として実施する

ことを原則とすること。小学校での学習を踏まえ，扱う内

容や活動を工夫すること。「課題を追究したり解決したり

する活動」については，内容のＢ以下の学習と関わらせ

て，歴史を追究するために，課題意識をもって学ぶことを

促す適切な学習活動を設けるような工夫をすること。(1)の

アの(ｱ)の「年代の表し方や時代区分」の学習については，

導入における学習内容を基盤にし，内容のＢ以下の学習と

関わらせて継続的・計画的に進めること。また，(1)のイの

(ｱ)の「時期や年代，推移，現在の私たちとのつながり」に

ついては，内容のＢ以下の学習と関わらせて，事象相互の

関連などにも留意し，それぞれの時代でこれらに着目して

考察することが大切であることに気付かせること。 

イ (2)については，内容のＢ以下の学習と関わらせて計画的

に実施し，地域の特性に応じた時代を取り上げるようにす

るとともに，人々の生活や生活に根ざした伝統や文化に着

目した取扱いを工夫すること。その際，博物館，郷土資料

館などの地域の施設の活用や地域の人々の協力も考慮する

 

 

 

・「学ぶことができるよ

うにすること」が「学ぶ

ことを通して理解させる

ように工夫すること」に

変更された。 

・内容として「課題を追

究したり解決したりする

活動」「時期や年代，推

移，現在の私たちとのつ

ながり」が追加されたこ

とに伴って，それに関わ

る内容の取扱いが追加さ

れた。 
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現行学習指導要領 

（平成20年告示，平成27年一部改正） 

新学習指導要領 

（平成29年告示） 
備 考 

ウ ウについては，内容の（2）以下の各時代の学習のまと

めとして実施することを原則とすること。その際，各時代

の学習の初めにその特色の究明に向けた課題意識を育成し

た上で，他の時代との共通点や相違点に着目しながら，大

観や表現の仕方を工夫して，各時代の特色をとらえさせる

ようにすること。 

エ ア，イ及びウについては，適切かつ十分な授業時数を

配当すること。 

 

（3）内容の（2）については，次のとおり取り扱うものとする。 

ア アの「世界の古代文明」については，中国の文明を中心に

諸文明の特色を取り扱い，生活技術の発達，文字の使用，国

家のおこりと発展などの共通する特色に気付かせるようにす

ること。また，人類の出現にも触れること。「宗教のおこ

り」については，仏教，キリスト教，イスラム教などを取り

上げ，世界の文明地域との重なりに気付かせるようにするこ

と。「日本列島における農耕の広まりと生活の変化」につい

ては，狩猟・採集を行っていた人々の生活が農耕の広まりと

ともに変化していったことに気付かせるようにすること。

「大和朝廷による統一と東アジアとのかかわり」について

は，古墳の広まりにも触れるとともに，大陸から移住してき

た人々の我が国の社会に果たした役割に気付かせるようにす

ること。 

 

 

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 内容のＢについては，次のとおり取り扱うものとする。 

ア (1)のアの(ｱ)の「世界の古代文明」については，人類の

出現にも触れ，中国の文明をはじめとして諸文明の特徴を

取り扱い，生活技術の発達，文字の使用，国家のおこりと

発展などの共通する特徴に気付かせるようにすること。ま

た，ギリシャ・ローマの文明について，政治制度など民主

政治の来歴の観点から取り扱うこと。「宗教のおこり」に

ついては，仏教，キリスト教，イスラム教などを取り上

げ，古代の文明とともに大きく捉えさせるようにするこ

と。(1)のアの(ｲ)の「日本列島における国家形成」につい

ては，狩猟・採集を行っていた人々の生活が農耕の広まり

とともに変化していったことに気付かせるようにするこ

と。また，考古学などの成果を活用するとともに，古事

記，日本書紀，風土記などにまとめられた神話・伝承など

の学習を通して，当時の人々の信仰やものの見方などに気

付かせるよう留意すること。「大和朝廷（大和政権）によ

・現行のウは削除され

た。 

 

 

 

 

・現行のエは削除され

た。 

 

 

 

 

 

 

・「ギリシャ・ローマの

文明について，政治制度

など民主主義の来歴の観

点から取り扱うこと」が

追加された。 

・「世界の文明地域との

重なりに気付かせる」が

「古代の文明とともに大

きく捉えさせる」に変更

された。 

・「古事記，日本書紀，
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現行学習指導要領 

（平成20年告示，平成27年一部改正） 

新学習指導要領 

（平成29年告示） 
備 考 

 

 

 

イ イの「律令国家の確立に至るまでの過程」については，聖
しょう

徳
とく

太
たい

子
し

の政治，大化の改新から律令国家の確立に至るまでの

過程を，小学校での学習内容を活用して大きくとらえさせる

ようにすること。 

ウ ウについては，文化を担った人々などに着目して取り扱う

ようにすること。 

エ 考古学などの成果を活用するとともに，神話・伝承などの

学習を通して，当時の人々の信仰やものの見方などに気付か

せるよう留意すること。 

 

（4）内容の（3）については，次のとおり取り扱うものとする。 

ア アの「東アジアの国際関係」については，元
げん

寇
こう

，日
にち

明
みん

貿

易， 琉
りゅう

球
きゅう

の国際的な役割などを取り扱うようにすること。

「武家政治の特色」については，主従の結び付きや武力を背

景にして次第にその支配を広げていったことなど，それ以前

の時代との違いに着目して考えさせるようにすること。 

イ イの「武家政治の展開や民衆の成長を背景とした社会や文

化」については，この時代の文化の中に現在に結び付くもの

がみられることに気付かせるようにすること。 

 

 

 

る統一の様子と東アジアとの関わり」については，古墳の

広まりにも触れるとともに，大陸から移住してきた人々の

我が国の社会や文化に果たした役割にも気付かせるように

すること。(1)のアの(ｳ)の「律令国家の確立に至るまでの

過程」については， 聖
しょう

徳
とく

太
たい

子
し

の政治，大化の改新から律
りつ

令
りょう

国家の確立に至るまでの過程を，小学校での学習内容を

活用して大きく捉えさせるようにすること。なお，「聖
しょう

徳
とく

太
たい

子
し

の政治」を取り上げる際には， 聖
しょう

徳
とく

太
たい

子
し

が古事記や

日本書紀においては「厩戸皇子
うまやどのおうじ

」などと表記され，後に

「 聖
しょう

徳
とく

太
たい

子
し

」と称されるようになったことに触れること。 

 

 

 

イ (2)のアの(ｱ)の「ユーラシアの変化」については，モン

ゴル帝国の拡大によるユーラシアの結び付きについて気付

かせること。(2)のアの(ｲ)の「 琉
りゅう

球
きゅう

の国際的な役割」に

ついては， 琉
りゅう

球
きゅう

の文化についても触れること。(2)のア

の(ｳ)の「武士や民衆などの多様な文化の形成」について

は，代表的な事例を取り上げてその特色を捉えさせるよう

にすること。その際，この時代の文化の中に現在に結び付

くものが見られることに気付かせるようにすること。ま

た，禅宗の文化的な影響についても触れること。「応
おう

仁
にん

の

乱後の社会的な変動」については，戦国の動乱も取り扱う

ようにすること。 

 

風土記などにまとめられ

た」が追加された。 

 

 

 

 

・「聖徳太子が古事記や

日本書紀においては，

『厩戸皇子』などと表記

され，後に『聖徳太子』

と称されるようになった

ことに触れること」が追

加された。 

・「モンゴル帝国の拡大

によるユーラシアの結び

付きについて気付かせる

こと」が追加された。 

・「琉球の文化について

も触れること」が追加さ

れた。 

・「代表的な事例を取り

上げてその特色を捉えさ

せるようにすること」が

追加された。 

・「禅宗の文化的な影響
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現行学習指導要領 

（平成20年告示，平成27年一部改正） 

新学習指導要領 

（平成29年告示） 
備 考 

（5）内容の（4）については，次のとおり取り扱うものとする。 

ア アの「ヨーロッパ人来航の背景」については，新航路の開

拓を中心に取り扱い，宗教改革についても触れること。「織

田・豊臣による統一事業」については，検地・刀狩などの政

策を取り扱うようにすること。 

イ イの「鎖国下の対外関係」については，オランダ，中国と

の交易のほか，朝鮮との交流や琉球の役割，北方との交易を

していたアイヌについて取り扱うようにすること。「江戸幕

府の政治の特色」については，その支配の下に大きな戦乱の

ない時期を迎えたことなど，それ以前の時代との違いに着目

して考えさせるようにすること。 

ウ ウの「産業や交通の発達」については，身近な地域の特色

を生かすようにすること。「各地方の生活文化」について

は，身近な地域の事例を取り上げるように配慮し，藩校や寺

子屋などによる「教育の普及」や社会的な「文化の広がり」

と関連させて，現在との結び付きに気付かせるようにするこ

と。 

エ エの「幕府の政治改革」については，百姓一
いっ

揆
き

などに結び

付く農村の変化や商業の発達などへの対応という観点から，

代表的な事例を取り上げるようにすること。 

 

 

（6）内容の（5）については，次のとおり取り扱うものとする。 

ア アの「市民革命」については欧米諸国における近代社会の

成立という観点から，「産業革命」については工業化による

ウ (3)のアの(ｱ)の「ヨーロッパ人来航の背景」について

は，新航路の開拓を中心に取り扱い，その背景となるアジ

アの交易の状況やムスリム商人などの役割と世界の結び付

きに気付かせること。また，宗教改革についても触れるこ

と。「織
お

田
だ

・豊
とよ

臣
とみ

による統一事業」については，検地・刀

狩などの政策を取り扱うようにすること。(3)のアの(ｲ)の

「鎖国などの幕府の対外政策と対外関係」については，オ

ランダ，中国との交易のほか，朝鮮との交流や 琉
りゅう

球
きゅう

の役

割，北方との交易をしていたアイヌについて取り扱うよう

にすること。その際，アイヌの文化についても触れるこ

と。「幕府と藩による支配」については，その支配の下に

大きな戦乱のない時期を迎えたことなどに気付かせるこ

と。(3)のアの(ｳ)の「産業や交通の発達」については，身

近な地域の特徴を生かすようにすること。「各地方の生活

文化」については，身近な地域の事例を取り上げるように

配慮し，藩校や寺子屋などによる「教育の普及」や社会的

な「文化の広がり」と関連させて現在との結び付きに気付

かせるようにすること。(3)のアの(ｴ)の「幕府の政治改

革」については，百姓一
いっ

揆
き

などに結び付く農村の変化や商

業の発達などへの対応という観点から，代表的な事例を取

り上げるようにすること。 

 

(4) 内容のＣについては，次のとおり取り扱うものとする。 

ア (1)のアの(ｱ)の「市民革命」については，政治体制の変

化や人権思想の発達や広がり，現代の政治とのつながりな

についても触れること」

「戦国の動乱も取り扱う

ようにすること」が追加

された。 

・「その背景となるアジ

アの交易の状況やムスリ

ム商人などの役割と世界

の結び付きに気付かせる

こと」が追加された。 

・「アイヌの文化につい

ても触れること」が追加

された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「政治体制の変化や人

権思想の発達や広がり，
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現行学習指導要領 

（平成20年告示，平成27年一部改正） 

新学習指導要領 

（平成29年告示） 
備 考 

社会の変化という観点から，「アジア諸国の動き」について

は欧米諸国の進出に対するアジア諸国の対応と変容という観

点から，それぞれ代表的な事例を取り上げるようにするこ

と。 

イ イの「開国とその影響」については，アの欧米諸国のアジ

ア進出と関連付けて取り扱うようにすること。「富国強兵・

殖産興業政策」については，この政策の下に新政府が行っ

た，廃藩置県，学制・兵制・税制の改革，身分制度の廃止，

領土の画定などを取り扱うようにすること。「新政府による

改革の特色」については，欧米諸国とのかかわりや社会の近

代化など，それ以前の時代との違いに着目して考えさせるよ

うにすること。「明治維新」については，複雑な国際情勢の

中で独立を保ち，近代国家を形成していった政府や人々の努

力に気付かせるようにすること。 

ウ ウの「日
にっ

清
しん

・日露戦争」については，このころの大陸との

関係に着目させること。「条約改正」については，欧米諸国

と対等の外交関係を樹立するための人々の努力に気付かせる

ようにすること。「立憲制の国家が成立して議会政治が始ま

る」については，その歴史上の意義や現代の政治とのつなが

りに気付かせるようにすること。 

エ エの「我が国の産業革命」については，イの「富国強兵・

殖産興業政策」の下で近代産業が進展したことと関連させて

取り扱い，都市や農山漁村の生活に大きな変化が生じたこと

に気付かせるようにすること。「近代文化」については，伝

統的な文化の上に欧米文化を受容して形成されたものである

どと関連付けて，アメリカの独立，フランス革命などを扱

うこと。「アジア諸国の動き」については，欧米諸国の進

出に対するアジア諸国の対応と変容という観点から，代表

的な事例を取り上げるようにすること。(1)のアの(ｲ)の

「開国とその影響」については，(1)のアの(ｱ)の欧米諸国

のアジア進出と関連付けて取り扱うようにすること。「富

国強兵・殖産興業政策」については，この政策の下に新政

府が行った，廃藩置県，学制・兵制・税制の改革，身分制

度の廃止，領土の画定などを取り扱うようにすること。そ

の際，北方領土に触れるとともに，竹島，尖閣諸島の編入

についても触れること。「明治維新」については，複雑な

国際情勢の中で独立を保ち，近代国家を形成していった政

府や人々の努力に気付かせるようにすること。(1)のアの

(ｳ)の「日
にっ

清
しん

・日露戦争」については，この頃の大陸との関

係を踏まえて取り扱うようにすること。「条約改正」につ

いては，当時の国内の社会状況や国際情勢との関わりを踏

まえて，欧米諸国と対等な外交関係を樹立する過程の中か

ら代表的な事例を取り上げるようにすること。「立憲制の

国家が成立して議会政治が始まる」については，その歴史

上の意義や現代の政治とのつながりに気付かせるようにす

ること。(1)のアの(ｴ)の「近代文化」については，伝統的

な文化の上に欧米文化を受容して形成されたものであるこ

とに気付かせるようにすること。(1)のアの(ｵ)の「第一次

世界大戦」については，世界に戦禍が広がった背景や，日

本の参戦，ロシア革命なども取り上げて，世界の動きと我

現代の政治とのつながり

などと関連付けて，アメ

リカの独立，フランス革

命などを扱うこと」が追

加された。 

 

 

 

 

・「北方領土に触れると

ともに，竹島，尖閣諸島

の編入についても触れる

こと」が追加された。 

・「当時の国内の社会状

況や国際情勢との関わり

を踏まえて」が追加され

た。 

・現行の「樹立するため

の人々の努力に気付かせ

るようにすること」が

「樹立する過程の中から

代表的な事例を取り上げ

るようにすること」に変

更された。 

・「世界に戦禍が広がっ
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現行学習指導要領 

（平成20年告示，平成27年一部改正） 

新学習指導要領 

（平成29年告示） 
備 考 

ことに気付かせるようにすること。 

オ オの「第一次世界大戦」については，日本の参戦，ロシア

革命なども取り上げて，世界の動きと我が国との関連に着目

して取り扱うようにすること。「我が国の国民の政治的自覚

の高まり」については，大正デモクラシーの時期の政党政治

の発達，民主主義思想の普及，社会運動の展開を取り扱うよ

うにすること。 

カ カについては，世界の動きと我が国との関連に着目して取

り扱うとともに，国際協調と国際平和の実現に努めることが

大切であることに気付かせるようにすること。 

 

（7）内容の（6）については，次のとおり取り扱うものとする。 

ア アについては，国民が苦難を乗り越えて新しい日本の建設

に努力したことに気付かせるようにすること。「第二次世界

大戦後の諸改革の特色」については，新たな制度が生まれた

ことなどに着目して考えさせるようにすること。 

イ イについては，沖縄返還，日中国交正常化，石油危機など

の節目となる歴史的事象を取り扱うようにすること。 

 

 

 

 

 

 

 

が国との関連を踏まえて取り扱うようにすること。「我が

国の国民の政治的自覚の高まり」については，大正デモク

ラシーの時期の政党政治の発達，民主主義的な思想の普

及，社会運動の展開を取り扱うようにすること。(1)のアの

(ｶ)については，国際協調と国際平和の実現に努めることが

大切であることに気付かせるようにすること。 

 

 

 

 

 

イ (2)のアの(ｱ)の「我が国の民主化と再建の過程」につい

ては，国民が苦難を乗り越えて新しい日本の建設に努力し

たことに気付かせるようにすること。その際，男女普通選

挙の確立，日本国憲法の制定などを取り扱うこと。(2)のア

の(ｲ)については，沖縄返還，日中国交正常化，石油危機な

どの節目となる歴史に関わる事象を取り扱うようにするこ

と。また，民族や宗教をめぐる対立や地球環境問題への対

応などを取り扱い，これまでの学習と関わらせて考察，構

想させるようにすること。 

 

 

 

 

 

た背景や」が追加され

た。 

・「民主主義思想」が

「民主主義的な思想」に

変更された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「その際，男女普通選

挙の確立，日本国憲法の

制定などを取り扱うこ

と」が追加された。 

・「民族や宗教をめぐる

対立や地球環境問題への

対応などを取り扱い，こ

れまでの学習と関わらせ

て考察，構想させるよう

にすること」が追加され

た。 
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現行学習指導要領 

（平成20年告示，平成27年一部改正） 

新学習指導要領 

（平成29年告示） 
備 考 

〔公民的分野〕 

１ 目 標 

(1) 個人の尊厳と人権の尊重の意義，特に自由・権利と責任・

義務の関係を広い視野から正しく認識させ，民主主義に関す

る理解を深めるとともに，国民主権を担う公民として必要な

基礎的教養を培う。 

(2) 民主政治の意義，国民の生活の向上と経済活動とのかかわ

り及び現代の社会生活などについて，個人と社会とのかかわ

りを中心に理解を深め，現代社会についての見方や考え方の

基礎を養うとともに，社会の諸問題に着目させ，自ら考えよ

うとする態度を育てる。 

(3) 国際的な相互依存関係の深まりの中で，世界平和の実現と

人類の福祉の増大のために，各国が相互に主権を尊重し，各

国民が協力し合うことが重要であることを認識させるととも

に，自国を愛し，その平和と繁栄を図ることが大切であるこ

とを自覚させる。 

(4) 現代の社会的事象に対する関心を高め，様々な資料を適切

に収集，選択して多面的・多角的に考察し，事実を正確にと

らえ，公正に判断するとともに適切に表現する能力と態度を

育てる。 

 

 

 

 

 

〔公民的分野〕 

１ 目 標 

現代社会の見方・考え方を働かせ，課題を追究したり解決し

たりする活動を通して，広い視野に立ち，グローバル化する国

際社会に主体的に生きる平和で民主的な国家及び社会の形成者

に必要な公民としての資質・能力の基礎を次のとおり育成する

ことを目指す。 

(1) 個人の尊厳と人権の尊重の意義，特に自由・権利と責任・

義務との関係を広い視野から正しく認識し，民主主義，民主

政治の意義，国民の生活の向上と経済活動との関わり，現代

の社会生活及び国際関係などについて，個人と社会との関わ

りを中心に理解を深めるとともに，諸資料から現代の社会的

事象に関する情報を効果的に調べまとめる技能を身に付ける

ようにする。 

(2) 社会的事象の意味や意義，特色や相互の関連を現代の社会

生活と関連付けて多面的・多角的に考察したり，現代社会に

見られる課題について公正に判断したりする力，思考・判断

したことを説明したり，それらを基に議論したりする力を養

う。 

(3) 現代の社会的事象について，現代社会に見られる課題の解

決を視野に主体的に社会に関わろうとする態度を養うととも

に，多面的・多角的な考察や深い理解を通して涵
かん

養される，

国民主権を担う公民として，自国を愛し，その平和と繁栄を

図ることや，各国が相互に主権を尊重し，各国民が協力し合

うことの大切さについての自覚などを深める。 

・公民的分野において

は，「見方・考え方」を

「現代社会の見方・考え

方」として整理した。 

・目標は，学校教育法３

０条２項の整理と合わせ

て(1)の目標：「知識・

技能」， (2)の目標：

「思考力，判断力，表現

力等」， (3)の目標：

「学びに向かう力・人間

性等」の順番で整理し

た。 

・(2)の目標において，

従前から重視してきた

「多面的・多角的」に考

察する力の育成は重要で

ある。ここで言う「多面

的」とは，社会的事象が

もつ側面であり，「政治

的」「経済的」側面等が

ある。一方で，「多角

的」とは，「社会的事象

を見ている立場と見る角

度」を意味する。「◯◯
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現行学習指導要領 

（平成20年告示，平成27年一部改正） 

新学習指導要領 

（平成29年告示） 
備 考 

 

 

 

 

 

 

２ 内 容 

(1) 私たちと現代社会 

ア 私たちが生きる現代社会と文化 

 

 

 

 

   現代日本の特色として尐子高齢化，情報化，グローバル

化などがみられることを理解させるとともに，それらが政

治，経済，国際関係に影響を与えていることに気付かせ

る。また，現代社会における文化の意義や影響を理解させ

るとともに，我が国の伝統と文化に関心をもたせ，文化の

継承と創造の意義に気付かせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 内 容 

Ａ 私たちと現代社会 

(1) 私たちが生きる現代社会と文化の特色 

位置や空間的な広がり，推移や変化などに着目して，課題

を追究したり解決したりする活動を通して，次の事項を身に

付けることができるよう指導する。 

ア 次のような知識を身に付けること。 

(ｱ) 現代日本の特色として尐子高齢化，情報化，グローバ

ル化などが見られることについて理解すること。 

(ｲ) 現代社会における文化の意義や影響について理解する

こと。 

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けるこ

と。 

(ｱ) 尐子高齢化，情報化，グローバル化などが現在と将来

の政治，経済，国際関係に与える影響について多面的・

多角的に考察し，表現すること。 

(ｲ) 文化の継承と創造の意義について多面的・多角的に考

察し，表現すること。 

 

の立場から見れば」とい

ったことである。他に，

「思考・判断したことを

説明したり」「議論した

りする力」が重視されて

いる。 

 

 

 

・A(1)では，「地理的な

見方・考え方及び歴史的

な見方・考え方」を働か

せた学習が想定される。 

・A(1)の「情報化」につ

いては，「内容の取扱

い」が変更されているの

で，そのことに留意した

学習が想定される。 
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現行学習指導要領 

（平成20年告示，平成27年一部改正） 

新学習指導要領 

（平成29年告示） 
備 考 

イ 現代社会をとらえる見方や考え方 

 

 

 

 

   人間は本来社会的存在であることに着目させ，社会生活

における物事の決定の仕方，きまりの意義について考えさ

せ，現代社会をとらえる見方や考え方の基礎として，対立

と合意，効率と公正などについて理解させる。その際，個

人の尊厳と両性の本質的平等，契約の重要性やそれを守る

ことの意義及び個人の責任などに気付かせる。 

 

 

 

 

 

(2) 私たちと経済 

ア 市場の働きと経済 

 

 

 

 

   身近な消費生活を中心に経済活動の意義を理解させると

ともに，価格の働きに着目させて市場経済の基本的な考え

方について理解させる。また，現代の生産や金融などの仕

(2) 現代社会を捉える枠組み 

対立と合意，効率と公正などに着目して，課題を追究した

り解決したりする活動を通して，次の事項を身に付けること

ができるよう指導する。 

ア 次のような知識を身に付けること。 

(ｱ) 現代社会の見方・考え方の基礎となる枠組みとして，

対立と合意，効率と公正などについて理解すること。 

(ｲ) 人間は本来社会的存在であることを基に，個人の尊厳

と両性の本質的平等，契約の重要性やそれを守ることの

意義及び個人の責任について理解すること。 

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けるこ

と。 

(ｱ) 社会生活における物事の決定の仕方，契約を通した個

人と社会との関係，きまりの役割について多面的・多角

的に考察し，表現すること。 

 

Ｂ 私たちと経済 

(1) 市場の働きと経済 

対立と合意，効率と公正，分業と交換，希尐性などに着目

して，課題を追究したり解決したりする活動を通して，次の

事項を身に付けることができるよう指導する。 

ア 次のような知識を身に付けること。 

(ｱ) 身近な消費生活を中心に経済活動の意義について理解

すること。 

(ｲ) 市場経済の基本的な考え方について理解すること。そ

 

・A(2)で扱う知識につい

ては，「現代社会の見

方・考え方の基礎となる

枠組み」として，「対立

と合意，効率と公正」な

どが位置づけられた。現

行よりも，これらの概念

や理論を「働かせる」学

習が重視されている。 

・A(2)の思考力，判断

力，表現力の育成につい

ては，イ(ｱ)「契約を通

した個人と社会との関

係」が新出である。 

 

 

 

・B(1)で扱う「見方・考

え方」は，「対立と合

意，効率と公正，分業と

交換，希尐性」などであ

る。経済学習において

は，これらの「見方・考

え方」を「働かせる」学
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現行学習指導要領 

（平成20年告示，平成27年一部改正） 

新学習指導要領 

（平成29年告示） 
備 考 

組みや働きを理解させるとともに，社会における企業の役

割と責任について考えさせる。その際，社会生活における

職業の意義と役割及び雇用と労働条件の改善について，勤

労の権利と義務，労働組合の意義及び労働基準法の精神と

関連付けて考えさせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 国民の生活と政府の役割 

 

 

 

 

   国民の生活と福祉の向上を図るために，社会資本の整

備，公害の防止など環境の保全，社会保障の充実，消費者

の保護など，市場の働きにゆだねることが難しい諸問題に

関して，国や地方公共団体が果たしている役割について考

えさせる。また，財源の確保と配分という観点から財政の

役割について考えさせる。その際，租税の意義と役割につ

の際，市場における価格の決まり方や資源の配分につい

て理解すること。 

(ｳ) 現代の生産や金融などの仕組みや働きを理解するこ

と。 

(ｴ) 勤労の権利と義務，労働組合の意義及び労働基準法の

精神について理解すること。 

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けるこ

と。 

(ｱ) 個人や企業の経済活動における役割と責任について多

面的・多角的に考察し，表現すること。 

(ｲ) 社会生活における職業の意義と役割及び雇用と労働条

件の改善について多面的・多角的に考察し，表現するこ

と。 

 

(2) 国民の生活と政府の役割 

対立と合意，効率と公正，分業と交換，希尐性などに着目

して，課題を追究したり解決したりする活動を通して，次の

事項を身に付けることができるよう指導する。 

ア 次のような知識を身に付けること。 

(ｱ) 社会資本の整備，公害の防止など環境の保全，尐子高

齢社会における社会保障の充実・安定化，消費者の保護

について，それらの意義を理解すること。 

(ｲ) 財政及び租税の意義，国民の納税の義務について理解

すること。 

イ 国民の生活と福祉の向上を図ることに向けて，次のよう

習が想定されている（お

およそB(1)では「習得」

になるだろう）。 

・B(1)の思考力，判断

力，表現力の育成につい

ては，イ(ｱ)「個人や企

業の経済活動における役

割と責任」が新出である

他，イ(ｲ)については，

「内容の取扱い」が変更

されているので，そのこ

とに留意した学習が想定

される。 

 

 

・B(2)で扱う「見方・考

え方」は，「対立と合

意，効率と公正，分業と

交換，希尐性」などであ

る。B(1)で学習した「見

方・考え方」をB(2)で

「働かせる」学習が想定

されている（おおよそ

B(2)では「活用」になる

だろう）。 
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現行学習指導要領 

（平成20年告示，平成27年一部改正） 

新学習指導要領 

（平成29年告示） 
備 考 

いて考えさせるとともに，国民の納税の義務について理解

させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 私たちと政治 

ア 人間の尊重と日本国憲法の基本的原則 

 

 

 

な思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

(ｱ) 市場の働きに委ねることが難しい諸問題に関して，国

や地方公共団体が果たす役割について多面的・多角的に

考察，構想し，表現すること。 

(ｲ) 財政及び租税の役割について多面的・多角的に考察

し，表現すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 私たちと政治 

(1) 人間の尊重と日本国憲法の基本的原則 

対立と合意，効率と公正，個人の尊重と法の支配，民主主

義などに着目して，課題を追究したり解決したりする活動を

通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

・B(2)で扱う知識につい

ては，そう大きくは変わ

らないが，社会保障に関

しては，「尐子高齢社会

における社会保障の充

実・安定化」と整理され

たことに留意する必要が

ある。 

・B(2)の思考力，判断

力，表現力の育成につい

て，(ｱ)「市場の働きに

委ねることが難しい諸問

題」に関しては，「構

想」する学習までが想定

される。また(ｲ)「財政

及び租税の役割」につい

ては，「内容の取扱い」

に留意して「見方・考え

方」を働かせる学習が想

定される。 

 

 

・C(1)で扱う「見方・考

え方」は，「対立と合

意，効率と公正，個人の
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現行学習指導要領 

（平成20年告示，平成27年一部改正） 

新学習指導要領 

（平成29年告示） 
備 考 

 

   人間の尊重についての考え方を，基本的人権を中心に深

めさせ，法の意義を理解させるとともに，民主的な社会生

活を営むためには，法に基づく政治が大切であることを理

解させ，我が国の政治が日本国憲法に基づいて行われてい

ることの意義について考えさせる。また，日本国憲法が基

本的人権の尊重，国民主権及び平和主義を基本的原則とし

ていることについての理解を深め，日本国及び日本国民統

合の象徴としての天皇の地位と天皇の国事に関する行為に

ついて理解させる。 

 

 

 

 

 

イ 民主政治と政治参加 

 

 

 

 

   地方自治の基本的な考え方について理解させる。その

際，地方公共団体の政治の仕組みについて理解させるとと

もに，住民の権利や義務に関連させて，地方自治の発展に

寄与しようとする住民としての自治意識の基礎を育てる。

また，国会を中心とする我が国の民主政治の仕組みのあら

ア 次のような知識を身に付けること。 

(ｱ) 人間の尊重についての考え方を，基本的人権を中心に

深め，法の意義を理解すること。 

(ｲ) 民主的な社会生活を営むためには，法に基づく政治が

大切であることを理解すること。 

(ｳ) 日本国憲法が基本的人権の尊重，国民主権及び平和主

義を基本的原則としていることについて理解すること。 

(ｴ) 日本国及び日本国民統合の象徴としての天皇の地位と

天皇の国事に関する行為について理解すること。 

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けるこ

と。 

(ｱ) 我が国の政治が日本国憲法に基づいて行われているこ

との意義について多面的・多角的に考察し，表現するこ

と。 

 

(2) 民主政治と政治参加 

対立と合意，効率と公正，個人の尊重と法の支配，民主主

義などに着目して，課題を追究したり解決したりする活動を

通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

ア 次のような知識を身に付けること。 

(ｱ) 国会を中心とする我が国の民主政治の仕組みのあらま

しや政党の役割を理解すること。 

(ｲ) 議会制民主主義の意義，多数決の原理とその運用の在

り方について理解すること。 

(ｳ) 国民の権利を守り，社会の秩序を維持するために，法

尊重と法の支配，民主主

義」などである。政治学

習においては，これらの

「見方・考え方」を「働

かせる」学習が想定され

ている（おおよそC(1)で

は「習得」になるだろ

う）。 

・C(1)で扱う知識につい

ては，現行と変わらず。 

・C(1)の思考力，判断

力，表現力の育成につい

ても，現行と変わらず。 

 

 

 

・C(2)で扱う「見方・考

え方」は，「対立と合

意，効率と公正，個人の

尊重と法の支配，民主主

義」などである。政治学

習においては，これらの

「見方・考え方」を「働

かせる」学習が想定され

ている（おおよそC(2)で
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現行学習指導要領 

（平成20年告示，平成27年一部改正） 

新学習指導要領 

（平成29年告示） 
備 考 

ましや政党の役割を理解させ，議会制民主主義の意義につ

いて考えさせるとともに，多数決の原理とその運用の在り

方について理解を深めさせる。さらに，国民の権利を守

り，社会の秩序を維持するために，法に基づく公正な裁判

の保障があることについて理解させるとともに，民主政治

の推進と，公正な世論の形成や国民の政治参加との関連に

ついて考えさせる。その際，選挙の意義について考えさせ

る。 

 

 

 

 

 

(4) 私たちと国際社会の諸課題 

ア 世界平和と人類の福祉の増大 

 

 

 

 

   世界平和の実現と人類の福祉の増大のためには，国際協

調の観点から，国家間の相互の主権の尊重と協力，各国民

の相互理解と協力及び国際連合をはじめとする国際機構な

どの役割が大切であることを認識させ，国際社会における

我が国の役割について考えさせる。その際，日本国憲法の

平和主義について理解を深め，我が国の安全と防衛及び国

に基づく公正な裁判の保障があることについて理解する

こと。 

(ｴ) 地方自治の基本的な考え方について理解すること。そ

の際，地方公共団体の政治の仕組み，住民の権利や義務

について理解すること。 

イ 地方自治や我が国の民主政治の発展に寄与しようとする

自覚や住民としての自治意識の基礎を育成することに向け

て，次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けるこ

と。 

(ｱ) 民主政治の推進と，公正な世論の形成や選挙など国民

の政治参加との関連について多面的・多角的に考察，構

想し，表現すること。 

 

Ｄ 私たちと国際社会の諸課題 

(1) 世界平和と人類の福祉の増大 

対立と合意，効率と公正，協調，持続可能性などに着目し

て，課題を追究したり解決したりする活動を通して，次の事

項を身に付けることができるよう指導する。 

ア 次のような知識を身に付けること。 

(ｱ) 世界平和の実現と人類の福祉の増大のためには，国際

協調の観点から，国家間の相互の主権の尊重と協力，各

国民の相互理解と協力及び国際連合をはじめとする国際

機構などの役割が大切であることを理解すること。その

際，領土(領海，領空を含む。)，国家主権，国際連合の

働きなど基本的な事項について理解すること。 

は「活用」になるだろ

う）。 

・C(2)で扱う知識につい

ては，現行と変わらず。 

・C(2)の思考力，判断

力，表現力の育成につい

ては，イ ( ｱ )に関して

は，「構想」する学習ま

でが想定される。 

 

 

 

 

 

 

・D(1)で扱う「見方・考

え方」は，「対立と合

意，効率と公正，協調，

持続可能性」などであ

る。国際学習において

は，これらの「見方・考

え方」を「働かせる」学

習が想定されている。 

・D(1)で扱う知識につい

ては，ア(ｱ)に関して，
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現行学習指導要領 

（平成20年告示，平成27年一部改正） 

新学習指導要領 

（平成29年告示） 
備 考 

際貢献について考えさせるとともに，核兵器などの脅威に

着目させ，戦争を防止し，世界平和を確立するための熱意

と協力の態度を育てる。また，地球環境，資源・エネルギ

ー，貧困などの課題の解決のために経済的，技術的な協力

などが大切であることを理解させる。 

 

 

 

 

イ よりよい社会を目指して 

   持続可能な社会を形成するという観点から，私たちがよ

りよい社会を築いていくために解決すべき課題を探究さ

せ，自分の考えをまとめさせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 内容の取扱い 

(1) 内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとす

る。 

(ｲ) 地球環境，資源・エネルギー，貧困などの課題の解決

のために経済的，技術的な協力などが大切であることを

理解すること。 

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けるこ

と。 

(ｱ) 日本国憲法の平和主義を基に，我が国の安全と防衛，

国際貢献を含む国際社会における我が国の役割について

多面的・多角的に考察，構想し，表現すること。 

 

(2) よりよい社会を目指して 

持続可能な社会を形成することに向けて，社会的な見方・

考え方を働かせ，課題を探究する活動を通して，次の事項を

身に付けることができるよう指導する。 

ア 私たちがよりよい社会を築いていくために解決すべき課

題を多面的・多角的に考察，構想し，自分の考えを説明，

論述すること。 

 

 

 

 

 

 

３ 内容の取扱い 

(1) 内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとす

る。 

「領土」「国家主権」と

の関連で学習することが

想定された。 

・D(1)の思考力，判断

力，表現力の育成につい

ては，イ(ｱ)に関して，

「構想」する学習までが

想定される。 

 

・D(2)で扱う「見方・考

え方」は，「社会的な見

方・考え方」である。こ

れまで学習してきた「地

理的な見方・考え方」

「歴史的な見方・考え

方」「現代社会の見方・

考え方」全てを総称した

「見方・考え方」であ

る。また，この「内容の

まとまり」は，「探究」

学習を想定している。 
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現行学習指導要領 

（平成20年告示，平成27年一部改正） 

新学習指導要領 

（平成29年告示） 
備 考 

ア 地理的分野及び歴史的分野の学習の成果を活用するとと

もに，これらの分野で育成された能力や態度が，更に高ま

り発展するようにすること。また，社会的事象は相互に関

連し合っていることに留意し，特定の内容に偏ることな

く，分野全体として見通しをもったまとまりのある学習が

展開できるようにすること。 

イ 生徒が内容の基本的な意味を理解できるように配慮し，

日常の社会生活と関連付けながら具体的事例を通して政治

や経済などについての見方や考え方の基礎が養えるように

すること。その際，制度や仕組みの意義や働きについて理

解を深めさせるようにすること。 

ウ 分野全体を通して，習得した知識を活用して，社会的事

象について考えたことを説明させたり，自分の意見をまと

めさせたりすることにより，思考力，判断力，表現力等を

養うこと。また，考えさせる場合には，資料を読み取らせ

て解釈させたり，議論などを行って考えを深めさせたりす

るなどの工夫をすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 地理的分野及び歴史的分野の学習の成果を活用するとと

もに，これらの分野で育成された資質・能力が，更に高ま

り発展するようにすること。また，社会的事象は相互に関

連し合っていることに留意し，特定の内容に偏ることな

く，分野全体として見通しをもったまとまりのある学習が

展開できるようにすること。 

イ 生徒が内容の基本的な意味を理解できるように配慮し，

現代社会の見方・考え方を働かせ，日常の社会生活と関連

付けながら具体的事例を通して，政治や経済などに関わる

制度や仕組みの意義や働きについて理解を深め，多面的・

多角的に考察，構想し，表現できるようにすること。 

ウ 分野全体を通して，課題の解決に向けて習得した知識を

活用して，事実を基に多面的・多角的に考察，構想したこ

とを説明したり，論拠を基に自分の意見を説明，論述させ

たりすることにより，思考力，判断力，表現力等を養うこ

と。また，考察，構想させる場合には，資料を読み取らせ

て解釈させたり，議論などを行って考えを深めさせたりす

るなどの工夫をすること。 

エ 合意形成や社会参画を視野に入れながら，取り上げた課

題について構想したことを，妥当性や効果，実現可能性な

どを踏まえて表現できるよう指導すること。 

オ 分野の内容に関係する専門家や関係諸機関などと円滑な

連携・協働を図り，社会との関わりを意識した課題を追究

したり解決したりする活動を充実させること。 

 

・「現代社会の見方・考

え方」を働かせることが

重要である。 

・「事実を基に多面的・

多角的に考察」「構想し

たことを説明」「論拠を

基に自分の意見を説明，

論述させる」といったこ

とが社会科で重視される

「言語活動」と言える。 

・「構想」する学習が備

えておくべき要素が示さ

れている。すなわち，

「妥当性や効果，実現可

能性」を考慮しつつ，

「構想」する学習を組み

立てる必要がある。 

・「関係諸機関」との連

携，例えば，弁護士会，

選挙管理委員会，税理士

会，社会保険労務士など

との連携が想定されるだ

ろう。 
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現行学習指導要領 

（平成20年告示，平成27年一部改正） 

新学習指導要領 

（平成29年告示） 
備 考 

(2) 内容の(1)については，次のとおり取り扱うものとする。 

ア アについては，次のとおり取り扱うものとすること。 

(ｱ) 地理的分野，歴史的分野との関連を図り，現代社会の

特色をとらえさせるようにすること。 

(ｲ) 現代社会における文化の意義や影響」については，科

学，芸術，宗教などを取り上げ，社会生活とのかかわり

などについて学習できるように工夫すること。「我が国

の伝統と文化」については，歴史的分野における学習の

成果を生かして特色あるものを扱うこと。 

 

 

イ (1)については公民的分野の導入部として位置付け，ア，

イの順で行うものとし，適切かつ十分な授業時数を配当す

ること。 

 

(3) 内容の(2)については，次のとおり取り扱うものとする。 

ア アについては，身近で具体的な事例を取り上げ，個人や

企業の経済活動が様々な条件の中での選択を通じて行われ

るという点に着目させるとともに，市場における価格の決

まり方や資源の配分について理解させること。その際，市

場における取引が貨幣を通して行われていることに気付か

せること。 

 

 

 

(2) 内容のＡについては，次のとおり取り扱うものとする。 

ア (1)については，次のとおり取り扱うものとすること。 

(ｱ) 「情報化」については，人工知能の急速な進化などに

よる産業や社会の構造的な変化などと関連付けたり，災

害時における防災情報の発信・活用などの具体的事例を

取り上げたりすること。アの(ｲ)の「現代社会における

文化の意義と影響」については，科学，芸術，宗教など

を取り上げ，社会生活との関わりなどについて学習でき

るように工夫すること。 

(ｲ) イの(ｲ)の「文化の継承と創造の意義」については，

我が国の伝統と文化などを取り扱うこと。 

イ (1)及び(2)については公民的分野の導入部として位置付

け，(1)，(2)の順で行うものとし，適切かつ十分な授業時

数を配当すること。 

 

(3) 内容のＢについては，次のとおり取り扱うものとする。 

ア (1)については，次のとおり取り扱うものとすること。 

(ｱ) アの(ｲ)の「市場における価格の決まり方や資源の配

分」については，個人や企業の経済活動が様々な条件の

中での選択を通して行われていることや，市場における

取引が貨幣を通して行われていることなどを取り上げる

こと。 

(ｲ) イの(ｱ)の「個人や企業の経済活動における役割と責

任」については，起業について触れるとともに，経済活

動や起業などを支える金融などの働きについて取り扱う

 

 

・「情報化」について

は，「内容の取扱い」が

変更されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「個人や企業の経済活

動における役割と責任」

「社会生活における職業
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現行学習指導要領 

（平成20年告示，平成27年一部改正） 

新学習指導要領 

（平成29年告示） 
備 考 

 

 

 

 

イ イの「消費者の保護」については，消費者の自立の支援

なども含めた消費者行政を取り扱うこと。「財政」につい

ては，尐子高齢社会など現代社会の特色を踏まえて考えさ

せること。 

 

 

 

 

(4) 内容の(3)については，次のとおり取り扱うものとする。 

ア アについては，日常の具体的な事例を取り上げ，日本国

憲法の基本的な考え方を理解させること。 

イ イについては，次のとおり取り扱うものとすること。 

(ｱ) 調査や見学などを通して具体的に理解させること。 

(ｲ) 「法に基づく公正な裁判の保障」に関連させて，裁判

員制度についても触れること。 

 

(5) 内容の(4)については，次のとおり取り扱うものとする。 

ア アについては，次のとおり取り扱うものとすること。 

(ｱ) 地理的分野，歴史的分野との関連を図り，その学習の

成果を生かす工夫を行うこと。（削除） 

(ｳ) 「国家間の相互の主権の尊重と協力」との関連で，国

こと。イの(ｲ)の「社会生活における職業の意義と役割

及び雇用と労働条件の改善」については，仕事と生活の

調和という観点から労働保護立法についても触れるこ

と。 

イ (2)については，次のとおり取り扱うものとすること。 

(ｱ) アの(ｱ)の「消費者の保護」については，消費者の自

立の支援なども含めた消費者行政を取り扱うこと。 

(ｲ) イの(ｲ)の「財政及び租税の役割」については，財源

の確保と配分という観点から，財政の現状や尐子高齢社

会など現代社会の特色を踏まえて財政の持続可能性と関

連付けて考察し，表現させること。 

 

(4) 内容のＣについては，次のとおり取り扱うものとする。 

ア (2)のアの(ｳ)の「法に基づく公正な裁判の保障」に関連

させて，裁判員制度についても触れること。 

 

 

 

 

 

(5) 内容のＤについては，次のとおり取り扱うものとする。 

ア (1)については，次のとおり取り扱うものとすること。 

 

 

(ｱ) アの(ｱ)の「国家間の相互の主権の尊重と協力」との

の意義と役割及び雇用と

労働条件の改善」につい

ては，「内容の取扱い」

が変更されている。 

 

 

 

・「財政及び租税の役

割」については，「内容

の取扱い」が変更されて

いる。 

 

 

・「日常の具体的な事例

を取り上げ」が削除され

ているが，具体的な事例

を取り上げるのは当然の

ことである（内容の取扱

い3(1)イに記述されてい

る） 

 

 

 

 

・「領土」「国家主権」
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現行学習指導要領 

（平成20年告示，平成27年一部改正） 

新学習指導要領 

（平成29年告示） 
備 考 

旗及び国歌の意義並びにそれらを相互に尊重することが

国際的な儀礼であることを理解させ，それらを尊重する

態度を育てるよう配慮すること。 

(ｲ) 「世界平和の実現」については，領土（領海，領空を

含む），国家主権，主権の相互尊重，国際連合の働きな

ど基本的な事項を踏まえて理解させるように留意するこ

と。 

 

 

 

 

(ｴ) 国際社会における文化や宗教の多様性についても触れ

ること。 

 

 

 

イ イについては，次のとおり取り扱うものとすること。 

(ｱ) 身近な地域の生活や我が国の取組との関連性に着目さ

せ，世界的な視野と地域的な視点に立って探究させるこ

と。 

(ｲ) イについては，社会科のまとめとして位置付け，適切

かつ十分な授業時数を配当すること。 

 

 

 

関連で，国旗及び国歌の意義並びにそれらを相互に尊重

することが国際的な儀礼であることの理解を通して，そ

れらを尊重する態度を養うように配慮すること。また，

「領土（領海，領空を含む。），国家主権」については

関連させて取り扱い，我が国が，固有の領土である竹島

や北方領土に関し残されている問題の平和的な手段によ

る解決に向けて努力していることや，尖閣諸島をめぐり

解決すべき領有権の問題は存在していないことなどを取

り上げること。「国際連合をはじめとする国際機構など

の役割」については，国際連合における持続可能な開発

のための取組についても触れること。 

(ｲ) イの(ｱ)の「国際社会における我が国の役割」に関連

させて，核兵器などの脅威に触れ，戦争を防止し，世界

平和を確立するための熱意と協力の態度を育成するよう

に配慮すること。また，国際社会における文化や宗教の

多様性について取り上げること。 

イ (2)については，身近な地域や我が国の取組との関連性に

着目させ，世界的な視野と地域的な視点に立って探究させ

ること。また，社会科のまとめとして位置付け，適切かつ

十分な授業時数を配当すること。 

 

 

 

 

 

の学習において，「内容

の取扱い」が変更されて

おり，当該内容の学習に

ついて充実が求められて

いる。また，「国際連合

をはじめとする国際機構

などの役割」について

は，「内容の取扱い」が

変更されている。 

 

 

・「国際社会における我

が国の役割」について

は，現行学習指導要領に

おいて「内容」にあった

ものを「内容の取扱い」

に移動している。 
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現行学習指導要領 

（平成20年告示，平成27年一部改正） 

新学習指導要領 

（平成29年告示） 
備 考 

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものと

する。 

(3) 知識に偏り過ぎた指導にならないようにするため，基本

的な事項・事柄を厳選して指導内容を構成するものとし，

基本的な内容が確実に身に付くよう指導すること。また，

生徒の主体的な学習を促し，課題を解決する能力を一層培

うため，各分野において，第2の内容の範囲や程度に十分配

慮しつつ事項を再構成するなどの工夫をして，適切な課題

を設けて行う学習の充実を図るようにすること。 

 

 

 

 

 

(1) 小学校社会科の内容との関連及び各分野相互の有機的な

関連を図るとともに，地理的分野及び歴史的分野の基礎の

上に公民的分野の学習を展開するこの教科の基本的な構造

に留意して，全体として教科の目標が達成できるようにす

る必要があること。 

(2) 各分野の履修については，第１，第２学年を通じて地理

的分野と歴史的分野を並行して学習させることを原則と

し，第３学年において歴史的分野及び公民的分野を学習さ

せること。各分野に配当する授業時数は，地理的分野120単

位時間，歴史的分野130単位時間，公民的分野100単位時間

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものと

する。 

(1) 単元など内容や時間のまとまりを見通して，その中で育

む資質・能力の育成に向けて，生徒の主体的・対話的で深

い学びの実現を図るようにすること。その際，分野の特質

に応じた見方・考え方を働かせ，社会的事象の意味や意義

などを考察し，概念などに関する知識を獲得したり，社会

との関わりを意識した課題を追究したり解決したりする活

動の充実を図るようにすること。また，知識に偏り過ぎた

指導にならないようにするため，基本的な事柄を厳選して

指導内容を構成するとともに，各分野において，第２の内

容の範囲や程度に十分配慮しつつ事柄を再構成するなどの

工夫をして，基本的な内容が確実に身に付くよう指導する

こと。 

(2) 小学校社会科の内容との関連及び各分野相互の有機的な

関連を図るとともに，地理的分野及び歴史的分野の基礎の

上に公民的分野の学習を展開するこの教科の基本的な構造

に留意して，全体として教科の目標が達成できるようにす

る必要があること。 

(3) 各分野の履修については，第１，第２学年を通じて地理

的分野及び歴史的分野を並行して学習させることを原則と

し，第３学年において歴史的分野及び公民的分野を学習さ

せること。各分野に配当する授業時数は，地理的分野115単

位時間，歴史的分野135単位時間，公民的分野100単位時間

 

 

 

・資質・能力の育成。 

・生徒の主体的，対話的

な活動を通して深い学び

へ。 

・考察，知識の獲得，課

題の追究，解決に向けた

活動の充実のために，見

方・考え方を働かせる。 

・厳選した内容。網羅的

にしない。 

 

 

・小学校の内容との関

連，分野ごとの関連を図

り，社会科としての目標

を達成する。 

 

 

 

 

・地理的分野５時間減，

歴史的分野５時間増。 
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現行学習指導要領 

（平成20年告示，平成27年一部改正） 

新学習指導要領 

（平成29年告示） 
備 考 

とすること。これらの点に留意し，各学校で創意工夫して

適切な指導計画を作成すること。 

（新設） 

 

 

(4) 第１章総則の第１の２及び第３章道徳の第１に示す道徳

教育の目標に基づき，道徳の時間などとの関連を考慮しな

がら，第３章道徳の第２に示す内容について，社会科の特

質に応じて適切な指導をすること。 

 

２ 指導の全般にわたって，資料を選択し活用する学習活動を

重視するとともに作業的，体験的な学習の充実を図るように

する。その際，地図や年表を読みかつ作成すること，新聞，

読み物，統計その他の資料に平素から親しみ適切に活用する

こと，観察や調査などの過程と結果を整理し報告書にまと

め，発表することなどの活動を取り入れるようにする。ま

た，資料の収集，処理や発表などに当たっては，コンピュー

タや情報通信ネットワークなどを積極的に活用し，指導に生

かすことで，生徒が興味・関心をもって学習に取り組めるよ

うにするとともに，生徒が主体的に情報手段を活用できるよ

う配慮するものとする。その際，情報モラルの指導にも配慮

するものとする。 

 

 

 

とすること。これらの点に留意し，各学校で創意工夫して

適切な指導計画を作成すること。 

(4) 障害のある生徒などについては，学習活動を行う場合に

生じる困難さに応じた指導内容や指導方法の工夫を計画

的，組織的に行うこと。 

(5) 第１章総則の第１の２の(2)に示す道徳教育の目標に基づ

き，道徳科などとの関連を考慮しながら，第３章特別の教

科道徳の第２に示す内容について，社会科の特質に応じて

適切な指導をすること。 

 

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するもの

とする。 

(1) 社会的な見方・考え方を働かせることをより一層重視す

る観点に立って，社会的事象の意味や意義，事象の特色や

事象間の関連，社会に見られる課題などについて，考察し

たことや選択・判断したことを論理的に説明したり，立場

や根拠を明確にして議論したりするなどの言語活動に関わ

る学習を一層重視すること。 

(2) 情報の収集，処理や発表などに当たっては，学校図書館

や地域の公共施設などを活用するとともに，コンピュータ

や情報通信ネットワークなどの情報手段を積極的に活用

し，指導に生かすことで，生徒が主体的に調べ分かろうと

して学習に取り組めるようにすること。その際，課題の追

究や解決の見通しをもって生徒が主体的に情報手段を活用

できるようにするとともに，情報モラルの指導にも留意す

 

 

・障がいのある生徒への

配慮。 

 

・道徳科との関連。 

 

 

 

 

 

 

・社会的な見方・考え方

の観点の重視。この観点

に基づいた知識，思考，

判断，表現などがもとめ

られる。 

・説明や議論などの言語

活動をより一層重視。 

・ICTの活用。 

 

 

 

 

・情報モラルの指導。 
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現行学習指導要領 

（平成20年告示，平成27年一部改正） 

新学習指導要領 

（平成29年告示） 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 内容の指導に当たっては，教育基本法第14条及び第15条の

規定に基づき，適切に行うよう特に慎重に配慮して，政治及

び宗教に関する教育を行うものとする。 

ること。 

(3) 調査や諸資料から，社会的事象に関する様々な情報を効

果的に収集し，読み取り，まとめる技能を身に付ける学習

活動を重視するとともに，作業的で具体的な体験を伴う学

習の充実を図るようにすること。その際，地図や年表を読

んだり作成したり，現代社会の諸課題を捉え，多面的・多

角的に考察，構想するに当たっては，関連する新聞，読み

物，統計その他の資料に平素から親しみ適切に活用した

り，観察や調査などの過程と結果を整理し報告書にまと

め，発表したりするなどの活動を取り入れるようにするこ

と。 

(4) 社会的事象については，生徒の考えが深まるよう様々な

見解を提示するよう配慮し，多様な見解のある事柄，未確

定な事柄を取り上げる場合には，有益適切な教材に基づい

て指導するとともに，特定の事柄を強調し過ぎたり，一面

的な見解を十分な配慮なく取り上げたりするなどの偏った

取扱いにより，生徒が多面的・多角的に考察したり，事実

を客観的に捉え，公正に判断したりすることを妨げること

のないよう留意すること。 

 

３ 第２の内容の指導に当たっては，教育基本法第14条及び第

15条の規定に基づき，適切に行うよう特に慎重に配慮して，

政治及び宗教に関する教育を行うものとする。 

 

・体験をともなう学習活

動の充実。 

 

 

 

・新聞，読み物，統計な

どの資料に親しむ。 

・工夫した発表活動の促

進。 

 

・様々な見解の提示。 

・多様な見解のある事項

などについては，有益適

切な教材に基づいて指

導。 

・客観性，公正な判断を

妨げることがないように

留意。 

 

 

・政治及び宗教につては

慎重に配慮。 

 


